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はじめに

　本県では、県民の皆さまが生涯にわたり健全な食生活を実践し、心身の健康の増進

と豊かな人間性の育成につながるよう、食育基本法に基づき、平成18年に「長崎県食

育推進県民会議条例」を制定し、行政、関係団体、そして県民の皆さまとともに、食

育の取組を進めております。

　近年、生活習慣の多様化や社会環境の変化により、食生活の乱れや孤食の増加、食

品ロスの問題など、「食」を取り巻く状況は大きく変化しています。特に、若い世代

では朝食の欠食や偏った食品選択が見られ、働き盛り世代では多忙さに伴う不規則な

食事、外食や中食の利用の増加、運動不足などが重なり、生活習慣病につながる課題

が顕在化しています。さらに、高齢者を含めた各世代においてそれぞれ健全な食生活

の実現に向けた課題を抱えていることから、各世代におけるウェルビーイングの向上

等の観点からも、それらの課題に対応した「大人の食育」を一層充実させることも重

要となっています。

　こうした課題に対応するため、「第５次長崎県食育推進計画」では、ライフコース

アプローチの考えを踏まえ、幼少期からの望ましい食習慣の形成をはじめ、すべての

世代が健全な食生活を実践できるようにする「生涯を通じた心身の健康を支える食

育」、限りある資源を大切にする「持続可能な食を支える食育」、地域の財産である

郷土料理や食文化を継承する「長崎県の特色ある食文化の継承」の３つの方向性に

沿った施策を推進してまいります。

　施策の展開にあたっては、県民の皆さま、市町、事業者、関係機関・団体の皆さま

と連携して取り組み、県民お一人おひとりが食に関する知識と実践力を高め、生涯に

わたり健やかで豊かな暮らしを実現できるよう、食育を推進してまいります。

　本計画の策定にあたり貴重なご意見とご助言をいただきました長崎県食育推進県民

会議の皆さまをはじめ、多くの県民の皆さまのご協力に深く感謝申し上げます。今後

とも、食育のさらなる推進に向け、皆さまの一層のご理解とご協力を賜りますようお

願い申し上げます。

　　令和８年３月

長崎県知事 平 田　 研
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食育の推進に向けて



I第 1 章食育の推進に向けて

I 第 1 節策定の趣旨

食育とは、様々な経験を通じて「食」に関する知識と、「食」を選択する力を身に

付け、健全な食生活を実践てきる力を育むことて令す。食べることは生涯にわたって

続く営みて゜あることから、食育は生きる上ての基本てあリ、子どもはもちろん、大人

にとっても大切てす。

また、食育を推進することは、県民が生涯にわたって健全な心身を培い、豊かな人

間性を育むことに寄与するものてあるとともに、県民の食生活が自然の恩恵によっ

て成リ立ち、食に関わる人々の様々な行動に支えられていることについて、感謝の

念や理解を深めることにつながるものてす。

社会経済情勢の変容は目覚ましく、生活環境等の「食Jをめぐる状況は日々変化し

ておリ、朝食欠食や孤食、栄養の偏り等の食生活の多様化がみられ、成人男性の肥

満、若い女性のやせや生活習慣病の増加等が問題となっています。

さらに、食に関しては、調理に手間をかけずに食べられる「簡単な食事」を好む傾

向が強まり、外食・弁当・総菜・テイクアウト等の利用が増えています。県民が健康

的な食生活を送るためには、栄養バランスに配慮した食事の提供等、食品関連事業

者などの果たす役割も重要となっています。

長崎県て・は、平成 18年度に「長崎県食育推進計画」を策定し、これまてに、 3 度

の改定を行い県民運動として、食育を推進してきました。

しかしながら、野菜の摂取不足や食塩摂取量の高止まリ、また、新型コロナウイル

ス感染症の影響による農林漁業体験や郷土料理に触れる機会の減少など、解決すべ

き課題が多く残されています。

このような状況は、令和 3年 3 月に策定された国の第 4 次食育推進基本計画にお

いても課題とされています。国の計画における重点事項て＊ある「生涯を通じた心身

の健康を支える食育の推進」、 r持続可能な食を支える食育の推進」等の観点を踏ま

え、本県の特性に合わせた食育をさらに推進していく必要があリます。

こうした「食」をめぐる現状や、これまでの取組て・明らかとなった課題、そして

国の食育推進基本計画を踏まえ、長い歴史の中で育まれた豊かな食材や食文化を生
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かした「長崎県の食育」を推進するため、第 5次長崎県食育推進計画を策定いたし

ました。

なお、本計画は、平成27年q月の国連サミットにおいて採択された「持続可能な開

発のための2030アジェンダ」て掲げられた「持続可能な開発目標（SDGs) 」の達

成に資するものてす。

＜＜本計画と SDGs»

●「SDGs （持続可能な開発目標）」は、平成 27年q月の国連サミットて採択され、

r誰一人取リ残さないJ持続可能な社会の実現を目指し、 17 ゴールと 1 6qのター

ゲットて構成され、経済、社会、環境をめぐる広範な課題に統合的に取り組むた

めの国際社会全体の目標てす。

● SDGs の理念は本計画の施策の方向性とも重なっており、本計画の施策を着実に

進めていくことがSDGs の推進につながるものと考えておリます。

●県民とともに食育の推進に取り組み、県としての役割や使命を果たすことて、

SDGs の目標違成に貢献していきます。

詞k君l!I園曰國m
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l 第 2 節計画の位置付け

この計画は、令和 8 年度から令和 12 年度を計画期間とする「長崎県総合計画み

んなの未来図 2030」における個別計画にあたります。

また、食育基本法第 17 条第 1 項に基づき、都道府県が食育の推進に関する施策

について定める「都道府県食育推進計画」に位置付けられるものてす。

さらに、各個別計画と調和を図り、食育を県民運動として連携・協働しながら取

リ組みます。

食育基本法（平成 I? 年法律第 63 号） 抜粋

（都道府県食育推進計画）

第十七条 都道府県は、食育推進基本計画を基本として、当該都道府県の区域内における食育の

推進に関する施策についての計画（以下「都道府県食育推進計画」という。）を作成するよう

努めなければならない。

2 都道府県（都追府県食育推進会該が置かれている都道府県にあっては、都道府県食育推進

会譲）は、都道府県食育推進計画を作成し、又は変更したときは、速やかに、その要旨を公表

しなければならない。

長崎県総合計画みんなの未来図2030

食育甚本法

食育推進基本計画（国）

良崎県食品の安全•安心推遍計画
長崎県食品ロス剛滋撹逮計画
長崎県福祉保鑓総合計藝
鍵隈ながさき21
［畏嶋欝鍵重彎lll頃i/

歯なまるスマイルブラン
(<.....Cl"研皇づく‘)....)

ながさき長寿いきいきブラン長崎

長崎県子日て条例行動計画

長崎県水産纂振員基本計iii
ながごき農林菜

農山村活荘化計圏

図 1 本計画と国計画、県の総合計画・関係計画および市町計画の関係

l 第 3 節計画の期間

計画の期間は、令和 8年度から令和 12 年度まて．の 5 年間とします。

ただし、社会環境の変化等に応じて、適宜見直しを行うこととします。
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食をめぐる現状と課題
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第 2 章 食をめぐる現状と課題 l 
I. 長崎県における食育の取組

「国民が生涯にわたって健全な心身を培い、豊かな人間性を育むための食育を推

進する」 （食育基本法第 1 条）ことを目的として、平成 17 年 6 月に食育基本法

（平成 17 年法律第 63 号）が制定されました。

本県では、平成 18 年 3 月に長崎県食育推進県民会議条例を施行し、同法第 17

条第 1 項の基づく都道府県推進計画てある「長崎県食育推進計画」を平成 18 年

10 月に作成し、県、市町、関係機関、団体等が連携協力しながら基本施策に基づく

食育の取組を進めてきました。

前計画て•ある第 4 次計画ては、 「感謝の気持ち（いたただきます）を育むための

食育」、 「健康長寿につながる食育」、 「食に関する理解を深めるための食育」、

「長崎県の特色ある食文化の継承」の 4 つの方向性に沿い施策を展開しました。

しかし、令和元年末から令和 5 年 5 月にかけて流行した新型コロナウイルス感

染症の影響を大きく受け、対面を中心とした食育活動は中止を余儀なくされ、県民

が食を体験する機会が大きく失われた結果、食育に関心を持つ県民の割合は令和 4 、

5 年度に減少しましたが、令和 6年度には改善する傾向がみられています。食育の

推進が困難てあった一方、新たな生活様式としてのオンラインやデジタル技術の活

用が浸透するきっかけとなりました。

2. 第 4 次長崎県食育推進計画における数値目標の評価

第 4 次長崎県食育推進計画において数値目標を設定した 23 項目の令和 6年度

の達成状況については表 l のとおりてす。

目標達成した項目は 14 項目、未達成のq項目のうち目標達成に近い項目（達成

率qo％以上）は 7 項目、改善の余地のある項目（達成率qo％未満）は 2 項目て・し

た。

新型コロナウイルス感染症拡大による活動制限などの影響もあり、令和 3 年度

から 4 年度にかけて「県内 3 魚市場協会が実施する魚食講習会の参加者数」や「食

育担当者・ボランティア等の研修会参加者数」が減少したほか、朝食欠食や野菜摂

取量の不足が依然として県民の食生活の課題であることがわかリました。一方て、

令和 5 年度から魚食講習会等の食の体験をする県民の数は戻りつつあリますが、

新型コロナウイルス感染症拡大前よリ減少しておリ、流行期間に食育の機会が減少

したことから、食育を推進するポランティアの減少に影響を及ぼしました。これら

の課題に対し、それぞれの地域て食育のポランティア活動の再開等に取リ組んでい

ます。
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表 l 第 4 次長崎県食育推進計画の数値目標の評価

基準鍾 ①目標値 ②現状値 違成率
目標項目 （錆 4次It曇戴定疇I

(R7 年度） (R6 年度）
(R6年度）

(RI 年度） ((/( XIOO) 

＜第4章目指す方向性と施策の展開＞

第 1 節感謝の気持ち（いただきます）を育むための食育
U)食肖計画に基づいた推進体制がある保 qs.5% 100% 100% 100% 
育所・幼保連携型認定こども園の割合

②食育の計画を作成している幼稚園の割合 77.5% 80% 83.5% 104.4% 
( ; 品ロス問題を総知して削減に取リ組む q5_0% q5% q2_q% q7_8% 

費者の割合 (R2) 

第2節健康長寿につながる食育

④栄施養して士いにるよ保リ、食育の取組品：的に実
育所・幼保連 認定こど 76.8% 80% 78.3% q7.q% 

も園の割合

( : 育担当者を配置して食育を推進し
77.5% 80% 80.0% 100% 

いる幼稚園の割合

⑥小・中学生の朝食摂取率 q5.2% 
100% q3.6% q3.6% 

(R3) 

⑦食る小育の・中視学点校をの踏割ま合え、授葉を行ってい 88.1% q1,0% q3.8% 103.1% 

⑧成人の朝食摂取率 sq.2% qo.0% 8q.5% qq_4% 

⑨食育に関心をもっている県民の割合
6q_q% 

80.0% 74.3% q2.q% (R2>
⑩主1 食日 •2主回菜以・副上菜11) を穏み合わせた食畢が 42.7% 60.0% 42.6% 71.0% 

日がほぼ毎日の人の割合

⑪野菜摂取を心がける人の割合 86.3% q5,0% qo.5% q5.3% 
⑫大学生の朝食摂取率 72.0% 73.1% 101.5% 

第3節食に関する理解を深めるための食育

⑬食の品開の催安回全数性に関する意見交換会等 20 回
20 回以上 24回 120% 

(H2紐l 平均）

⑭食の品開の催安出全席性者に数関する意見交換会等 q23 人
q50 人以上 1,104 人 116.2% 

(H私RI 積）

算4節長崎県の特色ある食文化の継承
Uヲィー収ク訳」良のにおける＇ t量用比推）進ウ 72.7% 71.0% 74.4% 104.8% 

県産品使用割合（重
⑯県内まるごと長崎県給食の実施：市町 21 市町 21 市町 21 市町 100% 

⑰県会内の参3加魚者市数場協（魚会食が普実及施）する魚食講習 3(H,42&·0RI0翠打人) 3,400 人 1,888 人 55.5% 

⑮ア泊グ、四リ ビジネス売上産地額消（晨) 産物直亮所、農 11q.8 g 円
127.3 億円 138. q億円 1oq.1% 

季畑）（地産 (H3 

＜第5章県民運動としての推進＞

第2節人材の育成と関係機関等への支援

畔型育謁研定修こど会もへ園のの参割加合保育所・幼保退携 q5.6% 100% q1,5% 91.5% 

⑳学校給食研修会等の湛足度 qq.6% qq.0% qq_q% IOQ,q% 

⑳給満足食度栄養管理者・調理貝等研修会の q7.6% qs.0% qs.3% 100.3% 

( : 育担当者・ポランティア等の研修会
955 人 1,000人 1,4-qo 人 14q,0% 

加者数

第3節デジタル化に対応した食育の推進

⑬「びわ太郎食育通信」の発行回数（回1年） 4回 4回 12回 300% 

7
 



3. 各市町食育推進計画の策定状況

県内ては、全市町において食育推進計画が策定されています。

なお、全ての市町村が計画を策定している都道府県は、国-(22 都道府県（令和

7 年 3 月末）となっています。

表 2 市町食育推進計画策定状況 （令和 7 年 3 月末）

市町名 計画の名称 現行計画の期間

長崎市 第4次長崎市食育推進計画 令和4年度～令和8年度

佐世保市 第4次佐世保市食育推進計画 令和4年度～令和8年度

島原市 第4次島原市食育推進計画 令和7年度～令和 11 年度

諌早市 第4次諌早市食育推進計画 令和3年度～令和7年度

大村市 第4次大村市食育推進計画 令和4年度～令和8年度

平戸市 第4次平戸市食育推進計画 令和6年度～令和 11 年度

松浦市 第4次松浦市食育推進計画 令和7年度～令和 12年度

対馬市 第3次対馬市食育・地産地消推進計画 令和“利度～令和8年度

壱岐市 壱岐市食育推進計画 令和6年度～令和 II 年度

五島市 第3次五島市食育推進計画 令和3年度～令和7年度

西海市 第4次西海市食育推進計画 令和6年度～令和8年度

雲仙市 第3次雲仙市食育推進計画 令和6年度～令和q年度

南島原市
南島原市こころと体、口腔の健康づくリ、

令和6年度～令和 17年度
食育推進計画（ひまわリプランN)

長与町 第3次健康ながよ21 計画 令和6年度～令和 17年度

時津町 健康とぎつ21 （第3次） 令和7年度～令和 17年度

東彼杵町 東彼杵町食育推進計画（第3次） 令和7年度～令和 16年度

川棚町 健康かわたな21 （第3次） 令和6年度～令和 17年度

波佐見町
波佐見町健康増進計画

令和6年度～令和 17年度
「健はさみ21 （第3次）J

小値賀町 小値賀町地産地消推進計画兼食育推進計画 平成20年度～

佐々町 佐々町保健福祉総合計画 令和6年度～令和 11 年度

新上五島町
(j)第3次新上五島町健康づくリ計画 令和6年度～令和 II 年度

②新上五島町第3期子ども・子育て支援畢業計画 令和7年度～令和 11 年度

出典：長崎県食品安全・消費生活課、 R6.12 調査
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4. 長崎県及び国における現状と課題

(I) 食生活と健康

栄養・食生活は、生命の維持に加え、子ども達が健やかに成長し、人々が健康て・

幸福な生活を送るために欠くことのてきない営みてす。また、栄養パランスを考え

た食生活を送ることは、生活習慣病の予防等、QOL の維持に大切な役割を果たし

ます。

このような健全な食生活を送るための個人の行動に加えて、健康状態の改善を促

すための食事を取り巻く環境の向上を図る観点を踏まえて取リ組みを進めていく

ことが重要てす。

〈主食・主菜・副菜の組み合わせ〉

本県では、主食・主菜・副菜を組み合わせた食事が 1 日 2 回以上の日がほぽ毎

日の人の割合が令和 3 年度から令和 5 年度はほぽ横ばいてしたが、令和 6 年度て・

は、 42.6％と減少しました（図 2).

国の調査ても、ほぽ毎日の人は 36.8％と低く、食べられていないものとしては、

「副菜」が最も多く挙げられました。また、主食・主菜・副菜の組み合わせた食事

を増やすために必要なこととして、 「手間がかからないこと」の割合が 61.4％と

高く、その他、 「時間があること」、 「食費に余裕があること」の割合が高い結果

てした。

図 2 主食・主菜・副菜を組み合わせた食事が 1 日 2 回以上の日がほぼ毎日の人の割合： % 

100 

80 

60 
る

40 48.3 

20 

゜ R3 

雫~7)
:::.:::......... ~_.............................. 

年度実績

42.6 

〇：達成、 ■：未達成

R4 R5 R6 

出典：県民の食育に対する意識等の調査結果

〈野菜摂取量〉

本県ては、県民の野菜摂取量が減少傾向にあります（図 3) 。本県の調査て令は、

野菜摂取を心がける人の割合は横ばいて、おおよそq割の人が野菜摂取を意識し

ている結果となりました（図 4) 。県民の食習慣て令は、野菜摂取を心がけているが、

実際には野菜摂取がてきていないのが現状てす。

q
 



国の調査ては、野菜や果物の消費量は年々減少しておリ、特に 20~40 代て少な

いことが摂取量の平均値を下げている要因とされています。また、 1 日当たりの野

菜摂取量の平均値は、 256.0g（厚生労働省・令和 5 年国民健康・栄養調査結果）

となっています。

図 3 野菜摂取量の 1 日当たりの平均値
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出典：健康ながさき 21 （第 3 次） 長崎県鍵康・栄養調査結果

図 4 野菜摂取を心がける人の割合：％

100 I 88.1 89.9 91.7 93.5 

゜
• "'’` 

80 l 89.4 89.9 ],。.2 90.5 

60 1 年度目標値

40 年度実績 目標値 95%(R7)

20 0：達成、●：未達成

゜ R3 R4 R5 R6 

出典：県民の食育に対する意識等の講査結果

〈食塩摂取量〉

本県て．の県民の食塩摂取量は、平成 23 年以降 10.0g程度て横ばいの状況にあ

リ、健康ながさき 21 （第 3 次）の目標値て•ある 1 日当たリ 89 には達していませ

ん（図 5) 。

なお、国の調査ては、 1 日当たりの食塩摂取量の平均値はq.8g （厚生労働省・

令和 5 年国民健康・栄養調査結果）てした。
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図 5 食塩摂取量の 1 日当たりの平均値
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出典：健康ながささ 21 （第 3 次） 長崎県健康，栄養調査結果

〈朝食欠食〉

本県における小・中学生の朝食摂取率は、年々減少しており（図 6) 、この 4 年

間--(1.6 ポイント減少しました。

国の調査ても、令和 6 年度ては小学校 6 年生--(6.3%、中学校 3 年生て•8.6%

が朝食を欠食し、年齢・世代が上がるこ゜とに欠食の割合が増え、その割合は年々上

昇しています（文部科学省 r全国学カ・学習調査」結果）。これは全国的な課題て｀

あり、食習慣の乱れが、体力、気力とともに学習意欲の低下につながることが指摘

されています。

また、本県における大学生の朝食摂取率は、年度によってばらつきがあるものの

約 7 割強で横ばい（図 7) 、成人の朝食摂取率は約q割て横ばいて＊す（図 8) 。

特に大学生の朝食摂取については、取租を強化しているところてすが、継続的な啓

発が必要て・す。

図 6 小・中学生の朝食摂取率： % 

100 I . . . . 
80 I 
95.2 94.3 94.2 93.6 

60 

40 
目標値 100%(R7)

20 〇：達成、 ■：未達成

゜ R3 R4 R5 R6 

出典：全国学力学習状況調査結果
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図 7 大学生の朝食摂取率：％
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出典：大学生食育アンケート結果

図 8 成人の朝食摂取率：％
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出典：県民の食育に対する意識等の調査結果
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〈肥満・やせの状況〉

本県て・は、肥満者については20~60歳代男性が増加（悪化）傾向て•あり、 40

~60歳代女性は減少（改善）傾向てした。一方で、やせの者は20~30歳代女性

が平成28年に減少したものの令和 3年て＊は増加（悪化）傾向となリ、 65歳以上の

低栄養傾向の者は増加（悪化）傾向てした（図q)。適正体重を維持している人

の割合を増加させることは継続した課題て•あリ、「バランスよく食ぺよう」や「太

リすぎない・やせすぎない」等について引き続き取リ組む必要があリます。

国て’は、令和6年度から開始された国民健康づくり運動「健康日本21 （第3次）」

において適正体重を維持している人を増加させるため、肥満や若年女性のやせの割

合を減らすという目標が設定されています。

図q 肥満・やせの状況

グラフ l 20~60 歳代男性の肥満者 グラフ 2 40~60 歳代女性の肥満者
の割合 の割合

35% 33.3% 30% 28.0% 

32.1% 
22.6% 30.7% 25% 

30% 

一
' 

20% 

' ' 
15.5% 

15% 

I 25% 

一
10% 

H23 H28 R3 H23 H28 R3 

グラフ 3 20~30 歳代女性のやせの グラフ 4 低栄養傾向の高齢者
者の割合 (65 歳以上）の割合

25% 20.3% 25% 

20% 
14.3% 

20% 17.5% 17.8% 

15% 

' 
15% 12.q% 

10% 7.5% 10% 

' 
5% I 5% 

0% 0% 

H23 H28 R3 H23 H28 R3 

出典：健康ながさき 21 （第 3 次） 長崎県健康・栄養調査結果
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〈歯・ロ腔の現状〉

本県の子どものむし歯状況は改善傾向にあリます（図 I 0) 。一方て．、自分の歯

を保有する者の割合は増加しているものの、歯周病を有する者の割合は増加傾向に

あリます（図 I I) 。

生涯にわたる歯・ロ腔の健康は、生活の質の向上や全身の健康づくりに重要な役

割を果たすため、歯・ロ腔の健康づくりの取組をさらに強化していくことが求めら

れます。

特に、若い世代など、歯・ロ腔の健康づくりに関心が薄い層への意識の向上を図

るとともに、 「かかりつけ歯科医」を持ち、定期的な歯科健（検）診や管理を通じ

て、歯周病の重症化を防ぎ、口腔機能の低下を予防する取組を推進していく必要が

あります。

図 10 1 人あたリの永久歯むし歯数の経年推移 図 11 60代から 80代までの現在歯数と

進行した歯周炎を有する者の割合
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出典：長崎県学校保健統計結果
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出典：長崎県歯科疾患実陪調査結果

〈食育への関心〉

本県ては、令和 6 年度において食育に「関心がある」又は r どちらかといえば関

心がある」と回答した人の割合は 74.3％て、令和 4 年度以降徐々に増加しました

（図 12) 0 

年代別に見てみると、 10 代が 78.8%、 20 代が 80.3％と関心が高かった一方、

30~50 代で関心が低下し、 60 代てやや関心が高まる傾向てあり、年代て意識に

差がみられました（図 13) 。

関心が低い 30~50 代への啓発を強化するとともに、引き続き全世代に向け、食

育の啓発を実施する必要があリます．
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図 12 食育に関心を持っている県民の割合： % 
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出典：県民の食育に対する意識等の調査結果

図 13 食育に関心を持っている県民の割合（年代別） : % 
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出典：令和 6年度県民の食育に対する意識等の調査結果
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(2) 食を取リ巻く環境

〈家庭における食育〉

家族が食卓を囲んて共に食事をとることは、いただきますやごちそうさまなどの

あいさつや、箸や器の持ち方といった食事のマナーなど、食に関する基礎を伝え、

習得するための食育の原点ともいえる重要な場面てす。そのため、家族等と一緒に

食事をとりながら様々なコミュニケーションを図ることのできる「共食」を推進し

ていく必要があります．

国の調査ては、単身世帯や共働き世帯の増加など、家庭の状況や生活習慣が多様

化することによリ、家族全員で朝食や夕食をとる機会が平成 22 年度から減少傾向

にあります。令和 6 年度ては一週間当たり 8.q回（朝食 3.7 回、夕食 5.2 回の

合計）てした．

Topics 

「共食」とは？

家族や友人など、複数の人と一緒に料理や食事をすることを「共食」といいま
す。食事を通して他者とつながリ、共感しあう機会となるだけて・なく、食事が栄養
を摂取する機会となることに加え、コミュニケーションの手段や食事マナーを習
得する機会にもなリます。
このように人が生活をしていく上て’も重要な「共食」の機会には、てきればテレ

ピを消し、携帯電話は身近に置かずに楽しく過ごしましょう。ちなみに、「共食」
に対して一人て食事をすることを「孤食」といいます。どうしても「孤食Jになら
ざるを得ない状況もあると思いますが、できるだけ r共食」の機会を取り入れられ
るよう心がけましょう．
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く学校・保育所等における食育〉

平成 17 年度から、食に関する専門家として児童生徒の栄養の指導と管理を司る

ことを職務とする栄養教諭が制度化されました。学校における食育を推進するため

には、 「食に関する指導の手引きー第 2 次改訂版ーJ （平成 31 年 3 月）に基づ

き、栄養教諭を中心に全教職員の共通理解の下に連携・協力し指導を展開すること

が重要とされます。

本県ての保育所等の取組みとして、令和 6 年度ては「食育計画に基づいた推進

体制がある保育所・幼保連携型認定こども園の割合」は 100％を維持しておリ、

「幼稚園の割合Jが 83.5％と前年度よリ増加しています。さらには、 「食育研修

会への参加保育所・幼保連携型認定こども園の割合」が令和 3 年度 61.6％から令

和 6 年度引．5％に増加しています（図 14) 。

義務教育ては、 「食育の視点を踏まえ、授業を行っている小・中学校の割合」が

q3.8％てあリ、前年度から増加しています（図 15) 。また、 『学校給食における

「地場産物使用推進ウィーク」の県産品使用』や「県内まるごと長崎県給食の実施」

等の地産地消等に取リ組んでいます。

図 14 食育研修会への参加保育所・幼保連携型認定こども園の割合（％）

100 85.3 91.5 

80 

60 

40 
目標値 100%(R7)

20 〇：達成、 ■ ：未達成

゜ R3 R4 R5 R6 

出典：保育所等における食育推進状況等に関する調査結果

図 15 食育の視点を踏まえ授業を行っている小・中学校の割合（％）

100 

゜
. . . 

80 89.3 88.8 88.3 93.8 

60 

40 目標値 91%(R7) l 
20 〇：達成、●：未達成

゜ R3 R4 R5 R6 

出典：学校運営に関する諸調査結果
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〈地域における食育〉

本県は、海と山に囲まれ、離島を多く有し、地域ごとに豊かな海産物や農産物の

食材があります。これらの食材が地域の気候風土と結びつき、様々な郷土料理が作

られ、食されてきました。

郷土料理は各地域の自然や歴史、文化、産業等に関する理解を深めることにもっ

ながるため、引き続き、後世に継承していく必要があります。

本県ては、地域において食生活改善推進員や地域婦人団体等をはじめとする食育

ポランティア等の活動等を通じて、栄養バランスのよい食事や県産食品、郷土料理

を普及してきました。新型コロナウイルス感染症の流行に伴う対面開催等の縮小が

ありましたが、令和 5 年度以降増加傾向にあります（図 16) 。

地域での多世代交流が期待される「共食の場」の開設、健康的な食生活に関する

講話や農林漁業体験の場の提供等の食育活動が行われています。

図 16 食育担当者・ポランティア等の研修会参加者数：人

2,000 

1,500 

1,000 

500 

1,459 1,490 

目標値 1000 人(R7)

〇：達成、 ■ ：未達成

゜

R3 R4 R5 R6 

出典：国保・健康増進課及び各保健所事業実績

Topics 

長崎県食育推進ネットワーク

本県て食育に取り組む関係者が参画し、関係者相互の情報共有や連携を進める

ネットワーク組織を構築し、県内の食育活動の質の向上と食育を推進する体制

の強化を図り、県民運動として、よリー層の食育の推進に資することを目的とし

て会員登録制度を令和 6 年 8 月から開始しました。

民間企業、各種団体、生協、保育所・幼稚園・認定こども園、大学、マスコミ、

市町等の 54 者が登録されています（令和 7 年 10 月末時点）。
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Topics 

長崎県食育フェスタ

民間と行政が協力連携し、食育推進ネットワークの構成員が参画し、長崎県

食育フェスタを開催しました。

「長崎県食育推進活動表彰式Jや各種セミナー等が行われました。

n
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〈食の安全•安心〉

食品への関心が年々高まる中、インターネットやソーシャルネットワーキングサ

ービス (SN S) 等の普及によリ、食の安全•安心に関する様々な情報が氾濫し、

また、誰ても手軽に情報を発信することがてきるようになりました。これらの中に

は、食品の安全性に対して科学的根拠に乏しいものや、偏った情報をもとに危険性

を煽るものなども多く存在しています。

健全な食生活の実現にあたっては、食品の選び方等について基礎的な知識を持ち、

その知識を踏まえて行動に移すことが必要てす。

本県では、 r長崎県食品の安全•安心条例」（平成 27 年制定）を踏まえ、食品の安

全に関するリスクコミュニケーションの充実、強化に取組んて＊います。特に、意見交

換会等を年間 20 回以上、出席者数q50 人以上を目標として実施しておリ、令和 6

年度においては、出席者の理解度がq5％と高い成果を示しています．

〈災害に備えた対策〉

大規模な自然災害等の発生に備え、地方公共団体、民間団体等における食料の備

蓄に加えて、各家庭て食品を備蓄しておくことが重要てす。

本県て・は、アルファ化米や缶詰パン、ペットボトル飲料水等を配備しており、高

齢者やアレルギー疾患へも配癒し、なるぺ＜汎用性の高いものが選定されています

（災害時の物資備蓄などに関する基本方針）．

また、長崎県キッチンカー協会と本県との間て令和 6 年 12 月に大規模災害時に

避難所等て炊き出し支援を行うための協定が締結されました．

〈食品ロス問題〉

我が国は、食料の多くを輸入に頼っている一方て、本来食べられるにもかかわら

ず廃棄されている食品ロスの問題があリます。

食品ロスは、 SDGs において言及されるなど、その削減が国際的にも重要な課題

となっておリ、国、地方公共団体、事業者、消費者等が連携しながら、食品ロス削

減に向けた取組を行う必要があリます。

食品ロス問題を意識して削減に取リ組む消費者（県民）の割合はqo％強てあリ、

食品ロス問題が広く浸透しておリ（図 17) 、国全体の食品ロス発生量も減少して

います。
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図 17 食品ロス問題を認知して削減に取り組む消費者割合： % 
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出典：食品ロスの認知度と取組状況に関する調査結果

〈農林漁業体験・地産地消〉

食品の種類及び購入形態が多様化し、調理に便利な食材が簡単に手に入るように

なるなど、食生活が豊かになる一方て、食材の本来の姿や収穫されてから消費者の

手に渡るまての過程がわかりにくくなっています。日々の食生活が、自然の恩恵の

うえに成り立ち、食べるという行為が動植物の命を受け継ぐということ、食事に至

るまでに生産者をはじめとして多くの人々の苦労や努力に支えられていることに

対して、感謝の念や理解の深まリがあらためて必要とされています。

生産者と消費者の距離を縮めるためには、両者の交流などを進めることによって

信頼関係を構築するとともに、我が国の食料安全保障や合理的な価格形成への理解

を深め、持続可能な食料システムを実現していくことが必要です。

そのためには、特に広く県民に向けて農林水産物の生産に関する体験活動の機会

を提供していくことによリ、農林漁業についての意識・理解を深めてもらうことが

重要です。

県内の魚食講習会は、平成 28 年度から令和元年度の平均値て・ 3,400 人が参加

していましたが、新型コロナウイルス感染症の流行によリ、対面開催が減少しまし

た。令和 5年度から講習会は再開されていますが、ボランティアや講師等の従畢者

の確保が難しくなっておリ、流行期以前の参加者数には及んていません（図 18)。

しかし、農産物直売所などの売上高は年々増加しておリ、産直活動等の生産者と消

費者が直接つながる取組が進んでいます（図内）。

国の調査ても、農林漁業体験を経験した国民の割合の減少等が報告されています

が、参加者からは r自然への恩患や生産者への感謝を感じられるようになった」、

「地元産や国産の食材を積極的に選ぶようになった」等の回答が多くみられており、

今後も継続した農林漁業体験の継続、郷土料理や魚食文化の伝承の継続が望まれま

す。
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図 18 県内 3 魚市場協会が実施する魚食講習会の参加者数：人
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出典；水産加工流通課調ペ

図 1 q アグリビジネス亮上額（農産物直亮所、農泊、四季畑、地産地消） ：億円
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〈大人の食育〉

137.2 138.9 

目標値 127.3億円(R7)

120.1 
〇：達成、●：未達成
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出典：第 4期ながさき農林業・農山村活性化計画農山村振興諜調ペ

幼少期や学童期においては、家庭教育や学校給食等を通じ、食に関する基礎を習

得する機会があります。

一方、大学生や社会人の自ら食事を用意し食生活を営むようになる若い世代 (20

~30 歳代）では、食に関する課題を多く抱えていることが指摘されています。

また、若い世代から高齢者まて＊各世代におけるウェルビーイングの向上の観点か

ら、健全な食生活の実現に向けた課題に対応した r大人の食育」を進める必要があ

リます。

本県ては、 30 歳代以上において食育への関心度が低下しており、特に 50 歳代

ては 6q.2％と低くなっています（図 13) 。

国の調査ては、食育に r関心がある」又は rどちらかといえば関心がある」と回

答した人は、子育て世代てある 30 歳代の女性て＇はq割を超えている一方、 20 歳

代男性ては 7 割を下回るなど、意識の差がみられています。さらに、 「健全な食生
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活を実践する心がけ」では「常に心がけている」 「心がけている」人は、男性ては

20~30 歳代、女性ては 20 歳代が特に低い結果となっています。 「大人の食育」

については、大学等における食育授業の実施や、企業における従業員に対する食育

の取組を広げていくことを通じて、健全な食生活の実践を促すことが重要てあると

考えられます。

〈食育の実践〉

これまて．の計画において、食育の普及・実践に向け取り組み「食育に関心をもっ

ている県民の割合jは、令和 6 年度には 74.3％と関心の高まりがみられましたが、

令和 7 年度調査ての「食育を実践する県民の割合」は 53.7％と未だ食育の実践ま

て至っていない結果となりました（図 20-1, 2)。県民に対する食育への関心を

さらに高めるとともに実践に向けた啓発を実施することが重要て・す。

また、令和 3 年 2 月、農林水産省は、幅広く食育について情報発信や普及・啓

発を行うことを目的として「食育ビクトグラム」と「食育マーク」を作成、公表しま

した。

本県においても、これらの食育ビクトグラムを活用し、食育の取組が多様である

ことを県民に紹介するとともに、食育の実践につなげていくことが必要と考えてい

ます。

図 20-1 食育を実践している県民の割合（令和 7 年度）

畔している 1 
実践していない 20%13%' 

どちらかといえば 26% 41% 
実践していない

どちらかといえば

実践している

図 20-2 食育の取組の実践の内容
0% 20% 40% 60% 80% 100% 

l ；一
9-

ifー 13.o
9.7 

62.0 

38.0 
65.7 

I: みんなて楽しく食べよう、 2 ：納：：：はんを食ぺよう、 3: バランスよく食べよう、
4: 太りすぎないやせすぎない、 5: よくかんて食べよう、 6: 手を洗おう（食品衛生）、
7: 災害に備えよう． 8: 食べ残しをなくそう（食品0ス削減）、q:産地t応援しよう
（地産地消） ｀ 10 ：貪・晨を体験しよう（農林漁震体験）、 11: 和食文化を伝えよう（郷
土料瑾の伝承〉、 12: 食育を推遍しよう

出典：令和 7 年度県民の食百に対する意識等の調査結果
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Topics 
農林水産省が食育の取組みを普及・啓発するために公表しました。

●食育ピクトグラム

食育を実践する 12 の取組

圏
l みんなて楽しく食べよう

" 
2 朝ご飯を食べよう

家族や仲問と、会話を楽しみ 朝食を食ぺて生活リズムを整え、

ながら食べる食事て鼻、心も体も 健康的な生活習慣につなげましょ

元気にしましょう。 ぅ．

3 バランスよく食ぺよう 4 太りすぎないやせすぎない

主食•主菜・副菜を組み合わ

冒
適正体重の維持や減塩に努めて、

せた食事て、バランスの良い食 生活習慣病を予防しましょう。

生活につなげましょう。また、

減塩や野菜・果物摂取にも努め

ましょう。

■ 
5 よくかんで食べよう

國
6 手を洗おう

口腔機能が十分に発達し維持 食品の安全性等についての基礎的

されることが重要てすのでよ な知識をもち、自ら判断し．行動す

くかんておいしく安全に食ぺま る力を養いましょう。

しょう．

7 災害にそなえよう 8 食ぺ残しをなくそう

園
いつ起こるかも知れない災害

図
SOGsの目標てある持続可能な社

を意識し、非常時のための食料 会を達成するため、環境に配慮した

品を備蓄しておきましょう。 農林水産物・食品を購入したリ、食

品ロスの削減を進めたりしましょ

ぅ．

9 産地を応援しよう 10 食・晨の体験をしよう

匿
地域てとれた農林水産物や被 J五 晨林漁業を体験して、食や農林水

災地食品等を消費することて、 r, 産業への理解を深めましょう。

食を支える農林水産業や地域経

済の活性化、環境負荷の低減に

つなげましょう。

園
11 和食文化を伝えよう

冒
12 食育を推道しよう

地域の郷土料理や伝統料理等 生涯にわたって心も身体も健康

の食文化を大切にして、次の世 て、質の高い生活を送るために r食」

代への継承を図リましょう。 について考え、食百の取紐を推進し

ましょう。

●食育マーク ／シi·、•V L·(ヽJ T• 一
I •`•`P• , '／『 / 

出典：農林水産省Webサイト (ht~index.html)
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食育推進の基本的な考え方
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I 第3章食育推進の基本的な考え方

I 第 1 節基本的な方針
この計画は、県民の「健康て文化的な生活・豊かて活力のある社会の実現」を目指

すため、「生涯を通じた心身の健康を支える食育」、「持続可能な食を支える食育」、

r長崎県の特色ある食文化の継承～郷土料理や地産地消への関心～」の 3 つの方向

性に沿った施策を、多様な関係者と協働して、総合的かつ計画的に推進し、食育活動

をさらなる県民運動として展開します。

併せて、食育の推進にあたっては、県民一人ひとリが「食」について意識を高め、

農林漁業体験や生産者との交流等を通じて、県民の食生活が自然の恩恵の上に成リ

立っていることや、「食」に関わる人々の様々な活動に支えられていることについて、

感謝の念や理解が深まるよう取り組んていきます。

また、単身世帯が増加するなどの生活環境の変化に伴い、家庭や地域での健全な

食生活の実践が困難な場面の増加や、食の在リ方の変化等に伴う大人の食生活の乱

れ、県民の食卓と農業等の生産現場の距離が遠くなる中て＊の、生産者と消費者との

関係の希薄化といった課題が顕在化してきています。

そのような中、学校等ての食や農に関する学びの充実や、健全な食生活の実践に

向けた「大人の食育」の推進、県民の食卓と生産現場の距離を縮める取組の拡大が求

められてきていることから、この計画において取り組む施策を通して、その実現を

目指します。
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図 21 食育推進の基盤強化（イメージ図）

県
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第5次長崎県食育推進計画

l：崎県食育m県民会議l くと［；崎県食育釦集会議
•関係機関の代表と公募委貝て構成 ・庁内関係課で構成

・食育の推進に関する重要事項の審譲 ・施策の進捗状況や成果の評価、検証

し県・市町食育推進担当者会議」

・県と市町の情報共有、意見交換

・共通課題の解決

各市町食育推進計画
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携

•長崎県食育ポランティア

・食育活動団体

•関係機閣

連
携

、
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,
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・市町における施策の展開

・市町における施策の進捗状況や成果の評価・検証

27 



l 第 2 節関係者の役割
I. 県民の役割

県民は、家庭、学校、保育所、地域その他の社会のあらゆる分野において、生涯に

わたリ健全な食生活の実現に自ら努めるとともに、食育の推進に寄与するよう努力

する役割があります。

2. 県の役割

県は、食育の推進に関し、国、市町、関係団体との連携を図リつつ、本県の課題に

応じた施策を策定し、実施する役割があります。

3. 教育関係者等の役割

教育並びに保育、介護その他の福祉、医療、保健の関係者、関係機関及び関係団体

には、食に関する関心及び理解を促進するうえて重要な役割があることから、あら

ゆる機会とあらゆる場所を利用して、積極的に食育を推進するよう努めるとともに、

他の者の行う食育の推進に関する活動に協力するよう努める役割があ‘)ます。

4. 農林漁業者等の役割

農林漁業者及びその関係団体は、晨林漁業に関する体験活動等が食に関する県民

の関心及び理解を促進するうえて重要な役割を果たす：：：とから、農林漁業に関する

多様な体験の機会を積極的に提供し、自然の恩患と食に関わる人々の活動の重要性

について、県民の理解が深まるよう努めるとともに、教育関係者等と相互に連携し

て食育の推進に関する活動を行うよう努める役割があリます。

5. 食品関連事業者等の役割

食品の製造、加工、流通、販売又は食事の提供を行う事業者及びその組織する団体

は、その事業活動に関し、自主的かつ積極的に食育の推進に自ら努めるとともに、県

や市町が実施する食育の推進に関する施策に協力するよう努める役割があリます。
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図 22 食育推進の基本的な考え方（イメージ図）

健康で文化的な県民の生活・豊かで活力のある社会の実現
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図 23 実践の輪を広げよう
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資料食育ガイド・農林水産省
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l 第 3 節 ライフコースアプローチを踏まえた食育
〈背景〉

社会がより多様化することや人生 100 年時代が本格的に到来することを踏ま

え、各ライフステージに特有の健康づくリについて、引き続き取組を進めるととも

に、ライフコースアプローチについて、健康づくリに関連する計画等とも連携し、取

組を進めることが求められています。

〈取組の方向性〉

食育は、すべての世代に関わり、食生活に対する意識や行動、環境等は、乳幼児期

から高齢期まて・ライフステージによって異なリます。ライフステージごとの特徴を

踏まえ、県民一人ひとリが生涯を通じて健やかな生活を送リ、豊かな心を育むこと

がてきるよう食育を推進します。

また、これまて食に関する課題やめざす姿は、ライフステージ（乳幼児期、小・中

学校期、高等学校期、青年期、壮年期、高齢期等の人の生涯における各段階）によリ

様々てあることを踏まえ、各ライフステージの特徴や課題に応じた食育を推進して

きました。

本計画ては、各ライフステージの食習慣や社会環境等が将来の自らの健康状態や

自身の子どもの健康状態に影響を与える可能性があることを踏まえ、従来の各ライ

フステージに応じた食育の推進に加え、人の生涯を経時的に捉えた「ライフコース

アプローチJを踏まえた食育の取組を進めます。

Topics 
ライフコースアプローチの考え方

ライフコースアブローチは、成人期の生活習慣とその後の生活習慣病の関連がかなり解明
されるようになり提喝されている。さらには、乳幼児期の肥満が学童期の肥満さらには成人
期の肥漏に移行しやすいことが知られている．
現在の健蹟状態は、過去の自身の生活習慣から大きな影響を受けており、また、現在の生
活習慣は将来の自身の健康状態や子どもの健庫状態に大きな影響を与えます。
因人の鮭康づくりは一時的な視点だけでなく軽時的な視点でアプローチするという考え方
です。

ライフステー乏

食に関する課題や目指す姿は、ライフステージ
（訊輝、小 •O学校鳳高等？躙｀膏年期鋤
壮年期、邸期等の人の生涯における各段階）に
よりさまざまであることを蒻まえ、各ライフス
テージの特徴や稟置に応じた食育を襦遣する“

＾た＾合
U•し

乳幼児m 貴民期

~I u-辻 / 
ライフステージ合わせた食育の帷道

ライフコースアブローチ

現節食覇や社会環境苓加諜の年の健
虞状や自身の子どもの隧禦状態に影響を与
える可能性があることを路まえ、ヒトの生涯
を経時的にとらえたライフコースを意賞した
食胃を帷道していくアプローチ．

で9年唸匹

全芯一賣ヽ
＼ヽ＝ニーノ

翡悶霜唇目霞掌宰守
I ライフコースを皿し日mom> 

資料：第“次枚方市食育推進計画を参考に作成

會9●匹

゜
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目指す方向性と施策の展開
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1第 4 章 目指す方向性と施策の展開

1 第 1 節 生涯を通じた心身の健康を支える食育

／ー
高齢化の進行や単身世帯の増加などにより、家庭のかたちゃ人々の暮らし方が

多様化し、それにともない食生活もライフスタイルに応じてさまざまになってき

ました。特に、働き盛り世代を中心とした大人の食生活の乱れが指摘されており、
「大人の食育」の実現が求められています。
こうした状況の中て、すべての世代が健康的て望ましい食習慣を身につけるこ
とがてきるよう、ライフコースに注目したアプローチが重要てあり、各ライフス
テージにあった食育を実践することが、生涯にわたる心身の健康の維持につなが
ります。

今後は、共食の推進に加え、あらゆる世代・場面に応じた啓発活動などを通じ
て、県民の健康を支える食育を着実に推進していきます。

I. 共食を通じた望ましい食習慣の普及

〇食べることや調理の楽しみ等を体験するための幼児期を中心とした体験型の食
育の取組を支援します。 【こども未来課】

OPTA研修会や懇談会等に、「ながざきファミリープログラム」のファシリテー
ターを派遺し、共食の楽しさや生活習慣を整えることの大切さについて保護者
同士や親子で話し合う機会を提供します。 【生涯学習課】

0基本的な食習慣を形成し、豊かな生活を送ることがてきるよう、家族や友人等
と食卓を囲む機会を増やすことを推進します。 【食品安全・消費生活課】

〇保育所・幼稚園・認定こども園等の給食時間の活用、家庭への情報提供により正
しい食習慣や食事マナーの習得を促します。 【こども未来課】

2. 健康寿命の延伸を目指す啓発

〇幼児期の基本的な生活習慣や健康状態の改善等に必要な知識について、保育
所・幼稚園・認定こども園等の施設職員を対象に普及・啓発します。

［こども未来課】

〇各教科·領域や生きた教材てある学校給食など、教育活動全体を通して食ヘ
の関心を高め、地場産物等の食材や調理法等の食に関する知識や技術の習得を
促します。 【学事振興課、特別支援教育課、体育保健課】

〇食に関する指導の充実によリ、学校教育活動全体を通して食育の推進を図り、
望ましい食習慣について啓発します。 ［義務教育課】
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〇学校保健委員会等と連携した取組等によリ、児童生徒の食習慣に関する正しい
理解や望ましい生活習慣の定着に努めるよう促します。 ［体育保健課】

〇高校生を対象に、家庭科の授業を通して食への関心を高め、自立に必要な食の
知識や技術を身につけるとともに、ライフステージに応じた望ましい食生活習
慣を理解し、実践する力の習得を促進します。 ［高校教育課】

〇妊産婦や乳幼児の子を持つ保護者を対象に、各種教材を活用して基本的な生活
習慣や望ましい食習慣、乳幼児期の栄養等について理解を促進します。

【こども家庭課］

OPTA研修会や懇談会等に、「ながさきファミリープログラム」のファシリテー
ターを派遣し、共食の楽しさや生活習慣を整えることの大切さについて保護者
同士や親子て話し合う機会を提供します。（再掲） ［生涯学習課】

0地域における講習会等を通して、幅広い世代に対する適正な塩分摂取を含めた
望ましい食習慣について理解を促進します。

［食品安全・消費生活課、国保・健康増進課】

〇望ましい食習慣について、民間企業と連携しながら働く世代に向けた広報・啓
発活動を実施するとともに、特に、食に関する課題が多い若い世代に対する取
組を促進します。 【食品安全・消費生活課、国保・健康増進課】

3. 栄養バランスのとれた食事の啓発

〇保育所・幼稚園・認定こども園等て．の食事提供を通して、乳幼児期からの主食・
主菜・副菜を組み合わせた栄養バランスのとれた食生活を支援します。

【こども未来課】

0学校給食摂取基準をもとに栄養パランスに配慮した学校給食を提供するととも
に、家庭に対しても望ましい食事について啓発するよう促します。

【体育保健課】

〇幅広い世代を対象に、主食・主菜・副菜を組み合わせた食事の定着など、栄養パ
ランスのとれた食生活の普及を図リます。

（食品安全・消費生活課、国保・健康増進課】

0高齢者の孤食や栄養バランスの偏リといった課題に対応するため、市町が行う
食生活の改善・定着に向けた取り組みを支援します。

［食品安全・消費生活課］
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Topics 
けんみ 11んみ

ながさき健味んメニュー＆ながさき健味ん弁当のご紹介

より栄養バランスのよい食事内容となるよう、主食・主菜・副菜をそろえることなどを
盛り込んだ長崎県独自の基準を「ながさき健味んメニュー」として制定し、四季に合わせ
た家庭向けや料理初心者向けのほか、飲食店向けのレシピを作成し、公開しています。

また、中食の利用者が増加し、若い世代ほど野菜摂取量が少ない傾向にあることを踏

まえ、スーパーマーケットやコンピニエンスストア、栄養士会、大学生と連携し、ながさき
健昧ん弁当（ながさき健味んメニューの基準を満たす弁当）の販売による食環境の整備
を進めています。

［肉lill子の野菜甘酢あんかけ） ［油淋鶏） ［豚肉の香草パン粉焼き］
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4. 野菜摂取を心がける食事の啓発

〇大学生を対象に、各大学等と連携して朝食や野菜摂取等の望ましい食習慣につ
いて啓発します。 【食品安全・消費生活課］

〇生活習慣病予防を目的とした健康づくりの啓発を通して、野菜摂取量増加を含
めた生活改善を推進します。 ［国保・健康増進課】

0野菜摂取量増加に向けたレシピ集の作成や関係団体・企業と連携した普及啓発
を図ります。 ［国保・健康増進課】

Topics 

長崎県の減塩・野菜摂取量の増加に向けた取組

一長崎県は、令和4年に“減塩•野菜の日＂を制定し、「減塩」と「野菜摂取量の増加」に

可晋旦且笠竺：；で竺崎さら喜し
●ながさき鍵昧ん（けんみん）メニュー
日々の食事内容が栄養バランスのよいものになるよう、基準を決めて飲食店での
提供や家庭での料理ができるようにレシピを作成しています。

●長崎県健康づくり応援の店

飲食店や弁当店では、野菜たっぶりメニューや適塩メニューの提供
の他、健康づくりに関する惜報提供や禁煙にも取り組んでいます。

健康ながさき21 （第3次）
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Topics 

主食・主菜・副菜を組み合わせた食事を啓発する取組

県では、県内4大学の学生と大学生食育向上委員会
を設置し、一緒に食育の啓発を行っています。

写真は大学生が考えた1 皿で、 1 日の1/3の栄養が
摂れ、お腹も満たされるので朝ごはんにぴったりで

す。また、冷凍野菜や味付けに市販のめんつゆを使う

と短時間で簡単に作れ、失敗しない1 品です。
1 皿なので片付けも簡単！ ! 

夏野菜x納豆のねばねば丼

長崎県食品安全・消費生活諜 lnstagram 令和7年8月掲載

5. 朝食欠食の減少に向けた啓発

0長崎県食育推進ネットワーク会員と連携しながら、朝食の摂取など望ましい食
習慣について、幅広い世代の県民に向けた広報・啓発活動を実施するとともに、
食に関する課題が多い新入社員等の若い世代に対する取組の実施や、会員相互
の連携した取組を促進します。 【食品安全・消費生活課］

〇県内大学と連携して朝食の摂取に向けた検討会を開催し、望ましい食習慣につ
いて啓発します。 ［食品安全・消費生活課】

〇妊産婦や乳幼児の子を持つ保護者を対象に、各種教材を活用して基本的な生活
習慣や望ましい食習慣、乳幼児期の栄養等について理解を促進します。（再掲）

【こども家庭課】

OPTA研修会や懇談会等に、「ながさきファミリープログラム」のファシリテー
ターを派遣し、共食の楽しさや生活習慣を整えることの大切さについて保護者
同士や親子て話し合う機会を提供します。（再掲） 【生涯学習課】

〇地域における講習会等を通して、幅広い世代に対する適正な塩分摂取を含めた
望ましい食習慣等について理解を促進します。（再掲）

［食品安全・消費生活課、国保・健康増進課］

6. 口腔機能の重要性の啓発

〇乳幼児期の健全な口腔機能の重要性について、その保護者や関係機関等を対象
に理解を促進します。 【こども未来課、国保・健康増進課】

〇歯と口の健康週間等の行事と関連させた献立やよくかむことが必要な献立を学
校給食に取リ入れ、給食時間や機会をとらえてかむことの大切さについて指導
するよう促します。 【体育保健課】
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〇母子保健に携わる関係者等に対し、研修等を通して、妊娠中の食生活やむし歯
予防等の周知を図ります。 【こども家庭課】

〇子どもから成人、高齢者の口腔機能の重要性について、
及啓発を推進します。

関係機関との連携や普
【国保・健康増進課】

〇介護予防事業等を通じて高齢者の栄養及び口腔機能の向上を図リます。

Topics 

朝食欠食の減少に向けた取組

大塚製鵬・ファミリーマート・長嶋県が
、重贔ヽ

遭してファミi)ーマート店鶴で —••• 

r鰐貪の●賣往」を啓

“- -ｷｷ 
●胃葦霧●.,る

長鱒隈からのご藁内
.. .. 

令今日、呵ご13ん貪べ蒙したか？

`..... ~ ＂心•，ぶ Aで

ｷ-

mm  -ｷ-= 

l -

パ9 .ら・遭I＼ランスのJ'tい •• 
●ごはん..べて．元鸞直生這這らんQ I

［長寿社会課】

朝食は一日のはじめの大事なスイッチ！

リズムよく生活して健やかに！

新生活が始まる時期に、朝食をとる

ことの重要性を多くの方々に知ってい

ただくことを目指し、長崎県食育推進

ネットワーク会員の大塚製薬株式会社

と株式会社ファミリーマートが長崎県

と連携して、 Fam ilyMartVis ionで

「朝食の重要性」をお知らせしました。

〇令和7年4月 1 日～4月14日

5時00分～10時59分

(1 時間に6回放映。 1回15秒）

0長崎県内ファミリーマートの

デジタルサイネージ設置店舗約120店
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《数値目標》第4章第 1 節生涯を通じた心身の健康を支える食育

目標項目
基準値

R8 Rq RIO RI I 目標
(R6) (R12) 

食育計画に基づいた推進体制

がある保育所・幼保連携型認定 100 100 100 100 100 100 

こども園の割合： % 

食育の計画を作成している幼
83.5 85 

稚園の割合： % , 

栄養士によリ、食育の取組を専

門的に実施している保育所・幼
78.3 80 

保連携型認定こども園の割
, 

合：％

食育担当者を配置して食育を

推進している幼稚園の割合： % 
80.0 85 

小・中学生の朝食摂取率： % q3.6 100 

食育の視点を踏まえ、授業を行
q3.8 100 100 100 100 100 

っている小・中学校の割合： % 

成人の朝食摂取率：％ 89.5 q2 

食育を実践している県民の割 53.7 
5q.o 64.2 6q.5 80 74.7 

合：％ (R7) 

主食•主菜・副菜を組み合わせ

た食畢が I 8 2 回以上の日が 42.6 46.5 50.0 53.5 57.0 60.0 

ほぽ毎日の人の割合： % 

野菜摂取を心がける人の割
qo.5 q 1 q2 q3 q4 q5 

合： % 

大学生の朝食摂取率：％ 73.1 80 
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l 第 2 節 持続可能な食を支える食育

近年、私たちの食卓と農業や漁業などの生産現場との距離が、物理的にも心
理的にも遠くなりつつあります。こうした中、農林漁業体験や生産者との交流
を通じて、食の背景や地域の食文化への関心を育むことは、持続可能な食への

理解を深め、農林漁業を活性化させるうえても重要て・す。
また、食の安全や環境への配虞など、食をめぐる課題に対して正しい情報を

消費者に分かリやすく伝え、理解を深める「リスクコミュニケーション」の推

進も必要とされています。

さらに、限リある資源を大切にする視点から、食品ロスの削減に向けた取り

組みや、災害時に備えた食のあリ方を学ぶことも欠かせません。
これら食育に関連するそれぞれの取り組みを通じて、県民一人ひとりが食の

つながりを実感し、未来につながる持続可能な食生活を築いていけるよう、食
育の推進を図っていきます。

I. 食品の安全に関する正しい情報の提供とリスクコミュニケーションの推進

〇消費者、食品関連事業者及び行政間の相互理解を促進するため、情報及び意見
の交換を行い、食品の安全•安心に関する情報を共有します。

【食品安全・消費生活課】

食品の安全•安心リスクコミュニケーション

〇食品の安全性に関する様々な情報を県民が入手てきるよう、バンフレットやホ
ームページ等を通じて情報を発信します。

【生活衛生課、食品安全・消費生活課】

2. 農林漁業体験、生産者との交流等を通じた普及

〇食事の提供や食材に関する学びを通して、食への関心と理解を深め、感謝の念
を育むための取組を支援します。 【こども未来課】

〇漁業体験や生産者との交流及び関係団体が実施する魚食講習会への支援等によ
り、本県水産物の魅力を発信します。

［漁政課、水産経営課、水産加工流通課】
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〇農業体験、酪農体験や生産者との交流等を通じ、本県農畜産物に関する情報を
広く発信します。 【農山村振興課、畜産課】

3. 食品ロス削減に向けた取組の工夫と食品廃棄物の発生抑制・リサイクル促進

0毎日の給食て適切な量を偏りなく食べ、食べ残しをしないよう、個に応じた給
食指導の充実を図ります。また、給食だよリ等て「食品ロス」に関する情報等を
紹介し、家庭への普及啓発を行うよう促します。 【体育保健課】

〇食品ロス削減などに取り組む NPO ・ポランティアに対して、相談・助言・情報
提供等を行います。 【県民生活環境課】

〇食品関連事業者に対して、食品ロス削減に向けた製造・販売の工程管理等の啓
発や消費者の食べ残しを減らす九州食べきり協力店事業を推進します。

【生活衛生課、資源循環推進課 l

〇食品ロス削減に関する各種講習会やイベント、ポスターコンテスト等を通し消
費者の意識の醸成を図ります。

【資源循環推進課、県民生活環境課、食品安全・消費生活課】

〇賞味期限が 1 年を切った災害用備蓄食料等の有効活用を図り、食品ロス削減に取
リ組みます。 【福祉保健課】

〇食品関連事業者等から発生する食品ロスの有効活用を図るため、事業者等とフ

ードバンク団体とのマッチングを支援します。 【資源循環推進課】

〇食品業者等からのエコフィード（食品残さ等飼料）発生情報を、畜産業者へ提供
し、再資源化を促進します。 【畜産課】

4. 災害時に備えた平時における食育の取組の普及

〇保育所・幼稚園・認定こども園等の災害時の食事提供の体制整備として r災害時
食事提供マニュアル」の策定を促進します。 【こども未来課】

〇食品ロス削減にも配慮した非常時にも対応てきる食に関する知識の普及を図リ
ます。 ［食品安全・消費生活課】

〇災害時に備え、各家庭て主食と主菜や副菜となる食料品を組み合わせて備蓄す
ることを推奨します。 【福祉保健課】

〇給食施設指導を通じ、非常食の備蓄状況の把握及び非常時用献立を含む非常災
害時食畢提供マニュアルの作成に向けて支援を行います。

［国保・健康増進課】
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《数値目標》第4章第2節持続可能な食を支える食育

目標項目
基準値

R8 Rq RIO RI I 
目標

(R6) (R 12) 

21 
21 21 21 21 21 

食品の安全性に関 回数：回 (R2-6 
以上 以上 以上 以上 以上

する意見交換会等 平均）

の開催 参加者の q3.8 q5 q5 q5 q5 q5 

理解度：％ (R7) 以上 以上 以上 以上 以上

県内 3魚市場協会が実施する l,qoo 
魚食講習会の参加者数（魚食 (R5-6 l,qoo l,qoo l,qoo l,qoo 1800 
普及） ：人 平均）

アグリビジネス売上額（直売

所・農泊（日帰り体験を含
124.6 

136.0 140.0 144.1 148.3 152.5 

む）） ：億円
(R5) 

食品ロス問題を認知して削減
q2.q 
q6 q6 q6 q6 q6 

に取リ組む消費者の割合： % 以上 以上 以上 以上 以上

Topics 

災害時に備えた食品の家庭備蓄

過去の経験によれば、大きな
災害が発生し、物流機能が停止
した場合、災害発生からライフ

ライン復旧まて 1 週間以上を要
するケースが多くみられます。

また、災害支援物資が3日以上
到着しないことや、物流機能の
停止によって、 1 週間はスーバー
マーケットやコンピニなどて食
品が手に入らないことが想定ざ

れます。このため、最低3日分ー

1 週間分 X人数分の食品の家庭

備蓄が望ましいといわれていま
す。
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出典：農林水猛省災害時に備えた食品ストックガイド
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l 第 3 節 長崎県の特色ある食文化の継承～郷土料理や地産地消への関心～

長崎県は、海と山に囲まれた豊かな自然環境に恵まれ、多様な水産物や農産
物が育まれています。特に、離島という地形を活かした漁業によって得られる
新鮮な魚介類や、地域ごとの気候や風土に根ざした農産物は、長崎ならてはの
食の魅力を形づくつています。こうした食材を活かした郷土料理や食文化は、
地域の暮らしに深く根ざした大切な財産て＊す。

これらの豊かな食の恵みを次の世代へしつかりと伝えていくことは、地域へ

の誇りや愛着を育み、持続可能な食のあリ方を考えるうえても重要な取り組み
てす。
学校、地域、そしてイペント等を活用した地産地消の推進て．、長崎県の特色

ある食文化の継承に取リ組んていきます。

I. 学校ての教科や給食を通じた普及

0関係団体と連携し、魚食講習会等を通して県産魚の利用・普及を推進します。
【水産加工流通課】

0教科等や給食の時間における食に関する指導を通して、郷土料理や地産地消ヘ
の関心を高めます。 ［義務教育課】

0学校給食に地場産物を使用し、新鮮な食材の確保や、郷土料理のメニューを取
リ入れながら、児童生徒の郷土に対する愛着や理解を深めます。

【体育保健課】

2. 地域における伝承や体験を通じた普及

0市町や関係団体等と連携し、食育ボランティアの活動等を通じて、県産食品や
郷土料理を普及します。 【食品安全・消費生活課］

0地域において調理教室などを行い、食文化の継承や県民の健康づくリの活動

をしている団体等を支援します。 【国保・健康増進課、食品安全・消費生活課】

3. イベント等を通じた県産食品や郷土料理の普及

〇生産者と消費者が交流する各種イベントや飲食店に対する取組等を通して、県
産食品の PR や利用を促進します。 【物産プランド推進課】

〇県産品愛用推進協力店等と連携し、農林水産物等の県産食品や郷土料理の普及
啓発に努めます。

【物産プランド推進課、水産加工流通課、農山村振興課】
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0関係機関と連携し、各種イベントを通して、長崎の農林水産物の PR、生産者と
消費者との交流などを行い、地産地消や県産品愛用の促進を図ります。

【水産加工流通課、農山村振興課、農産加工流通課、林政課】

0関係団体等が主催するイベントや体験活動、研修会等を活用して、農林水産物
や郷土料理についての情報提供を行います．

【水産加工流通課、農山村振興課】

4. 共食や調理実習等を通じた普及

〇食べることや調理の楽しみ等を体験するための幼児期を中心とした体験型の食
育の取組を支援します。（再掲） 【こども未来課】

OPTA研修会や懇談会等に、「ながさきファミリープログラム」のファシリテー
ターを派遺し、共食の楽しさや生活習慣を整えることの大切さについて保護者
同士や親子て話し合う機会を提供します。（再掲） 【生涯学習課】

0基本的な食習慣を形成し、豊かな生活を送ることがて・きるよう、家族や友人等
と食卓を囲む機会を増やすことを推進します。 【食品安全・消費生活課】

《数値目標》第4章第3節長崎県の特色ある食文化の継承

基準値 目標
目標項目 R8 Rq RIO RI I 

(R 12) (R6) 

学校給食における「地場産物使
74 74 74 74 74 

用推進週間」の県産品使用割 74 
以上 以上 以上 以上 以上

合（重量比）：％
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ながさきの味～伝えたい、広めたい、郷土の食～

1 長崎県全域・郷土料理

具雑煮／島原具雑煮

晶原を代表する綿上料理の
ひとつ冷l咄的にも珍しい土
鍋でつくる具だくさんの伐炊
として知られ、品原を訪れる
観光客も多くいる（島原干幼）

浦上ソポロ

打lij：地区でキリスト教を布教
していた宜教師が、信徒たち
に「健康1こいいたぺ物」として
豚向を食べさせようと作られ
たのがはじまり（浦卜地区）

にごみ

虹れのひとつとして薄皮つきの
ゆで落花生を人れるり）が特徴の
救込みで、江戸時代に大村市一
併0) もてなし料理として作られ
ています」人村市・東彼杵町）

大村寿司／大村寿し

地元ではf勝ち戦の況いの
寿iすl＝大村1和1」となり、
いまでもお祝い＇ドに欠かせ
ない押し力uI料哩として頂
宝されている。 （大村,Ji)

7 皿うどん
当初は、ちゃんぽんと同じ太い
道を使った艇きちゃんぽんで．
綱いパリバリ藉に五日あんか
けをかけるものを 1’細瑣皿うど
ん」と区別している．（艮崎県）

ちゃんぽん
鍋で野菜や約の切れ端などを
炒め、そこに中華題を入れて
濃いめのスープで沼：こんだポ
リュームたっぶりの料理を作っ
たのがはじまり。｛艮崎訊）

いぎりす
材料や作り方は店十異なる
ものの、愛媛県今治J也力に
伝わるイギス藻を使った料理
「いざすw．闊JがIレーツだと
いわれている。 （凡原半品）
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ヒカド
ポルトガル人の宜教師や貿易
に携わっていた人たちは4湛J
や豚肉を使ったシチューを食
べていた．「ヒカドJは、それが
起諒といわれている（長崎市）

鶏飯

正月や盆のときに男衆が自
宅で育てた泊をさばいて作
るのが習わしで、いまも基
本的に男性が作るものとさ
れている。 （諫f'・地区）

ぬっぺ

類する料理は日本各地に1f
年さといもを中心とした根菜
類を小さく切って煮ることと、
汁にとろみがあることが共通
点となっている．（諫早地区）

鼻はじき

食材を放射状に並ぺ、それ
を辛子酢みそをつけながら
食ぺる。昔から主に法事の
＂進料理として供されてき
た· （諫早地区）

押し寿司

111 来は「大村1秤IJと 1"1 じで，
人村純伊が反攻して領地に卜1
還した際に、釦民らがそれを
祝うために押しが司を作り供
したのがはじまり。（浪北全域）

長崎天ぷら
ポルトガル人が食べていた衣
に味が付いたフリックーが原型
とされている。一般の天つゆで
食べる天ぶらとは若干異なる
料理となっている4艮綺~)

鯨じゃが

縄文時代から捕鯨が行われて
おり、江戸時代には人村湾の
束側に位置する彼杵が古式捕
鯨の中心地として栄えて諒料
理が生まれている．（）乏綺県）



1 長崎県全域・郷土料理

パスティー
西洋風な料理ながらもパイ生
地のドの具材に中国伝来のも
のが入っていたり．味付けが{11
凪だったりすることから、長屹
独Bの和華襴料理（長崎県）

茄で干し大根と
かんぽこの煮物

Miiで干し大恨とかんぼこの煮
物Jは丙海市の郷上料理長崎
ならではの味わい（西海市）

レモンステーキ

日本人の口に合うさっぱり味。
肉が焼き」：がる直前に和風
ソースにレモン果汁を加えるこ
とから「レモンステーキJと名付
けられた。（佐世保',9i)

くりつぽ
「くりつぼ」の「くり』は具材に
栗を位う：：とからさており、
「つぼ」は料理を盛るおわんを
坪に見立てていることからき
ている。（川棚町）

つぽ汁
地域によって Iいんげん汁Jや
rっぽきJと呼ばれている。
ルーツは定かではないが、昔

から法ポのけ進料理として食
べられてきた。（宮浦地じ．．）

アルマド

平戸地区に伝わる卵人り(/)
練り物。食紅でゆで卵1こ色
を付けるため、切った断面が
ピンク色に緑どられるのが特
徴である。 （平ド地区）

I 五島地方・郷土料理 I 壱岐対馬地方・郷土料理

地獄焚き（五島うどん）

かつて£品は遣店使船の寄
港地であったことから、中ll;I
でさまざまなことを学んだ選
店使がその原型を伝えたと
いわれている。 (-Ii.凡列品）

かんころ餅

さつま平を薄くスライスして
天 n•fししたものを「かんこ
ろ」と呼ぶ．このfかんーろ」
を餅米に混ぜてつきあげる
とでさあがる。（五島地方）

ビーナッツ豆腐
五島列島北部の郷十．食で、
l}の特産品である落花生を
すりil'tして、ほ粉と滉ぜて
固めたもので廿さとコクに
定評がある。 （小値賀町）

参考：農林水産省 HP（うちの郷土料理）

ひきとおし
盆ゴE月・祭りのnに客が訪
れると、自宅で蝕1つていた滋
味深い鶏をさばいて鍋料理を
つくり、奥の座敷に引き面して
もてなしていた算（＇ど岐IIi〉

いりやき

冠婚葬祭で人，，が集った閑
に家で釧っていた地鶏をさ
ばいて寄せ鍋を作ってもてな
すば習があり．「いりやきJに
つながった3 （対馬市）

対州そば
そばの原種はヒマラ・ヤ周辺が
ルーツ．縄文時代に朝鮮半島
を経由して対勝に伝来した•
今もその原種の特徴を残すそ
ばが栽培されている．（対煕）

https:/ /www.maff.¥Jo.jp/j/keikaku/syokubunka/k_ryouri/seorch_menu/area/na9asaki.html 
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長崎県特産品マップ
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県民運動としての推進
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I第5章県民運動としての推進

l 第 1 節 食育推進の基盤強化

/~、

あらゆる世代の県民が食育に関心を持ち、日々の生活の中で実践していくため
に、県や関係者が参画する長崎県食育推進県民会議の開催や、県内各地域での食
育活動、食育活動団体等との連携を通じて、食育の普及に取り組んてきました。
これまての取組て令も、民間企業等を巻き込んだネットワークづくリに着手して

おリ、今後はこの取組をさらに広げ、多様な関係者が協慟して取り組む体制を構

築することて、より広がリのある食育の推進を図っていきます。
ヽ ノ

I. 推進体制

〇健康・栄養関係者、教育関係者、消費者団体、生産者・事業者団体、学校給食関
係者、地域活動団体、学識経験者、行政等で構成する長崎県食育推進県民会議に
よリ、食育の推進に関する重要事項について審議します。

【食品安全・消費生活課】

0民間企業等との連携を強化した長崎県食育推進ネットワークを活用し、食育を
県民運動として推進します。 ［食品安全・消費生活課】

0本推進計画に基づく食育に関する施策を効果的かつ計画的に推進するため、庁
内関係部局て構成する長崎県食育推進会譲により、施策の進捗状況や成果を評
価、検証していきます。 ［食品安全・消費生活課】

2. 市町や関係機関及び団体等との連携

〇県産品愛用推進協力店における県産品愛用を推進し、直売所や加工グループ等
との連携により地産地消を推進します。

【物産プランド推進課、水産加工流通課、農山村振興課】

0長崎県食育推進ネットワーク会員相互の連携を促進しながら、食育フェスタの
開催や市町イベントヘの参加など、食育事業を行う県の関係課や市町と連携し
て、地域における食育を推進します。 ［食品安全・消費生活課】

0市町や関係機関、長崎県健康づくり応援の店等と連携して健康的な食事の推進
を図リます。 【国保・健康増進課】
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1 第 2 節 人材の育成と関係機関等への支援

食育を県内全域に効果的かつ効率的に広めていくためには、県民一人ひと

リが食育の取組を実践することと併せて、食育の担い手となる人材の育成と、

関係機関・団体への継続的な支援が欠かせません。
このため、地域て活動する食育関係者やポランティアの養成、資質の向上、

そして活動を支えるための情報提供などの基盤づくリに取リ組みます。
また、食育の普及に積極的に取り組み、模範的て・社会的貢献度の高い 5舌

動を行っている団体や個人に対しては、表彰などを通じてその取組を奨励し、

広く周知することで、県全体の食育の推進力を高めていきます。

I. 食育間係者のスキルアップ支援

〇保育所・幼稚園・認定こども園等の食育担当者を対象にした研修会の開催や情
報提供によリ、各施設における食育の推進を支援します。 （こども未来課】

0学校栄養職員（栄養士）を対象に認定講習会を開催し、食に関する指導の中心的
な役割を持つ栄養教諭の免許取得を促進し、学校における食育を推進します。

［働きがい推進室】

〇栄養教諭等に対する研修会の実施により、食育に関する実践的指導力の向上を
支援します。 【義務教育課】

〇学校給食に関する研修会等を開催することによ‘)関係職員の知識を深め資質向
上に努めます。 【体育保健課】

〇研修会等により市町栄養士、給食施設：従事者、歯科衛生士等の専門的知識を有
する者の資質の向上を図リ、地域における食育の充実を支援します。

【国保・健康増進課】

2. 食育を推進するボランティア活動への支援

〇食育の推進に取リ組む NPO ・ボランティアに対して、相談・助言・情報提供等
を行います。 （県民生活環境課］

0長崎県食育ポランティアの登録、活動状況の把握、情報提供等により、県民に
密接した活動を行う人材の活用を促進します。

（食品安全・消費生活課】

〇食育推進活動表彰（県知事表彰）によリ、個人や団体の取組を奨励します。
【食品安全・消費生活課］
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〇食生活改善推進員の養成・資質向上を市町と連携して行い、食育活動を支援し
ます。 【国保・健康増進課】

〇地域で活動する生活研究グループに対し情報提供などの支援を行います．
【農業経営課】

〇食に関する講座やポランティア養成講座等、生涯学習に関する情報を県民に効
果的に提供し、学びやすい環境を整備します。 ［生涯学習課】

3. 関係機関等への支援

〇各施設への訪問、研修会の開催、情報提供等により保育所・幼稚園・認定こども
園ての食育の取組を支援します。 【こども未来課】

0地域においてこどもの居場所づくリに取リ組む団体等に対し、こども場所充実
のためのネットワーク等を通じて食育に関する情報提供等を行い、食育の取組
を支援します。 ［食品安全・消費生活課、こども未来課】

〇栄養教諭の配置拡大等により、学校における食育の取組を支援します。
【義務教育課】

0教職員を対象とした研修会の開催や体験学習の充実等により、食に対する知識
を深め学校ての食育の取組を支援します。 ［高校教育課、体育保健課】

0特別支援学校において、児童生徒の障害の特性や発達段階に応じた、食に関する
体験活動等の実施を支援します。 【特別支援教育課】

0長崎県産の地場産物の学校給食への利用促進を図リ、県内産物のみを使用した
「県内まるごと長崎県給食」を実施します。 【体育保健課】

〇地域において郷土料理の普及や地産地消の活動をしている直売所、団体等への
情報提供や研修を通じ、その取組を支援します。

【水産加工流通課、農山村振興課】

《数値目標》第5章第2節人材の育成と関係機関等への支援

目標項目
基準値

R8 Rq RIO RI I 
目標

(R6) (R 12) 

食育研修会への参加保育所・

幼保連携型認定こども園の割 q I.5 . 100 

合：％

食育担当者・ボランティア等の 1,223 

研修会参加者数：人 Rロの大ナI最値~禍小のR除6儘平（く均とコ) 最 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 
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ヽ

1 第 3 節 デジタル化に対応した食育の推進

食の大切さを県内に広く伝えていくためには、正しい情報をわかりやすく届け、共有し

ていくことが欠かせません。

社会全体でデジタル化が進み、 SNS等を活用した情報発信や学びの機会が多様化
していますが、こうした変化に対応しながら、県民一人ひとりが自分らしいかたちで食育
に触れ、実践していけるよう、様々な手段や機会をとらえながら、デジタル技術を活かし
た柔軟てきめ細やかな情報提供などの取維を推進していきます。

ュ、

I. 多様な媒体を活用した食育の展開

0ホームページや情報誌等を通じて、健康づくリ、農業体験及び漁業体験、郷土料理及び
地産地消、食の安全•安心等に関する情報を発信します。

【生活衛生課、食品安全・消費生活課、国保・健康増進課、
漁政課、水産加工流通課、農山村振興課】

〇食育関連情報の総合的な窓口としてホームページを運営します。また、インターネットや
ソーシャルネットワーキングサービス (SNS) 等を活用し、食育に関する理解や関心を深
められるよう推進します。 【食品安全・消費生活課】

2. 様々な場面ての情報提供

〇妊産婦や乳幼児期の保護者、児童生徒、学生等、各対象に応じて資料の配布等によリ
食育に関する情報を提供します。

【学事振興課、食品安全・消費生活課、こども家庭課、
義務教育課、高校教育課】

〇アンケートを実施し、県民の食育に関する意識や食に関する現状を把握するとともに、
結果を踏まえた情報提供に努めます。 ［食品安全・消費生活課】

0地域関係者や教育関係者を対象とした研修会等において、家庭への食育の推進を図り
ます。 【食品安全・消費生活課、生涯学習課】

《数値目標》第5章第3節デジタル化に対応した食育の推進

目標項目
基準値

R8 
目標

Rq RIO RI I 
(R6) (R 12) 

「びわ太郎食育通信」の

発行回数：回／年
12 12 12 12 12 12 
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長崎県食品安全・消費生活課の情報発信源

ホームページ「長崎県食品の安全•安心と食育」

辰索：長崎県食育
https:/ /www.pref.nagasaki.jp/section/ 
shokuhi n/index. html 

インスタグラム「長崎県食品安全・消費生活課」

辰索：長崎県食品安全 インスタグラム
https://www.instagram.com/shokuhinanzensyouhi/ 

情報誌「びわ太郎食育通信」

佃索：びわ太郎食育通信1
https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/kurashi-kankyo/ 
shouhisei katsu/tsushin/ 
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長崎県内の飲食店や販売店による取組紹介

●“食べてみんね！長崎＂県産品愛用推進協力店（担当：県物産プランド推進課）
県産の農林畜水産物及び製造者または販売者が県内事業

者である製品・加工品（惣菜を除く食品）を常時一般消費
者に販売している県内所在の販売店で、県産品愛用運動の
趣旨に賛同し協力いただける店舗を、 「“食ぺてみんね！長
崎＂県産品愛用推進協力店」として登録しています。
年間を通じた県産品（食品・飲料）の積極的な取扱や県
産品愛用推進のキャンペーン等へご協力いただいていま
す。
＊協力店一覧

I検索：長崎県県産品愛用推進協力店l
https://www.pref.nagasakl.jp/bunrui/kanko-kyoiku-bunka/ 
kanko-bussan/suisin/tuite/ 

●長崎県健康づくり応援の店（担当：県国保・健康増進課）
「健康情報の発信」や「ヘルシーメニューの提供」を行う

ことで、利用者の健康をサポートするお店です。
県民にとって身近な場所である飲食店等にご協力いただ＜
ことで、県民自身が健康づくりへの関心を高め、食習慣の見
直し等ができるようになることを目的とした「健康ながさき
21 （第 2 次）」計画に基づいた取組です。
＊協力店一覧

索：長崎県健康づくり応援の店一覧
~sh i-hoken/kenkodukur i/ 
ouennomise-kenkodukuri/ 
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＝数値目標一覧ー

第 4 章第 1 節生涯を通じた心身の鍵康を支える食育

No. 目標項目 墓硯値 R8• Rq RIO RI I 
目標

担当諜 データソース
R6 Rl2 

I 
貪胄計iに基づいた帷道体制がある保胃斎

100 100 100 100 100 100 ：：ども未来課
良胃所尋i：おける食胄II:

幼保遍情2認定こども11lの割合：％ 遍奴等1渇する貫量

2 
食育の計画を作成している幼稚園の

83.5 85 こども未来課
給楕璽I：おける食胃僅遍

割合：％ 柘＆喜1:#ける憤貴

3 
景I:l:Iゴ：リ、食胄の取編を専門的に買島してい

78.3 80 こども未来諜
g11屠纂における貪胄H

る保胄桧・幼保遠携ga定こども薗の割合：％ 亀状況等に関する量童

4 
食育担当者を配置して食育を措追し

80.0 85 こども未来諜
幼H璽I:B11る貪青仕亀

ている幼稚園の割合：％ 収況蔓に罰てる賃置

5 小・中学生の朝食摂取率：％ q3,6 100 
義務教育課 全国学力学彗状

貪品安全・消賃生活霞 況調査

6 
食育の視点2躇まえ，授策を行ってい q3,8 100 100 100 100 100 義務教育課

学校運営に関す
る小・中学校の割合：％ る詣謂査

7 成人の絹食摂取率：％ 8q.5 q2 OO保・健康増進諜 県民の食胄に対す
食品安全・邁貴生活褐 る意謳等の調査

8 食育を実践している県民の割合：％
53.7 

5q.0 64.2 6q,5 7A.7 80.0 食品安全·消員生活II
＆嶋晨1/)nII! I：関する

(R7) 県艮鵞負7ンケ—f員童

q 主食•主菜•U菜を個み合わせた食皐が182
42.6 46.5 50.0 53.5 5?.0 60.0 

国保・健廉増這課 県民の食胄に対す
日以上の日が1,ば讐日の人の閉合：％ 貪品安全・涛＇生活g る意識等の1111 査

10 野菜摂取を心がける人の割合：％ qo.5 q1 q2 q3 q<) q5 
国保・鑓庫増遠課 県民の食胄に対す
會品安全・潟貫生活R る意識等の讀査

II 大学生の朝食摂取率：％ ?3.1 80 食品安全・消貴生活謁 大学生食胄アンケート

第 4 章第2節持続可能な食を支える食盲．

油． 目標項目 基R邊6値 R8 Rq RIO RI I 
目慌

担当諜
Rl2 

12 食品の安全性に間 回数：回
21 21 21 21 21 21 

貪品安全・沿員生活霞 貪品f全・清9主活霞賃ペ
l氾•6 砕l 以上 以上 以上 以上 以上

l する憲兒交換会等

13 の開催
参加者の q3.8 q5 q5 q5 q5 q5 

食品安全・消賃生活復 “m•肩紅却ベ環解度：％ (R7) 以上 以上 以上 以上 以上

14 
県内3魚市場協会が実施する魚食講 1.qoo 

1800 1,900 1800 1,qoo J300 水産加工流通課 水邑加工潟遍鑓舅ベ
習会の参加者数（魚食瞥及）：人 (R沿平均I

15 
アグリビジネス亮.J:.額（直亮所・農泊 124.6 

136.0 140.0 144.1 148.3 152.5 農山村振興諜 纂A黙がさ:“`‘峠
(8帰リ体験t含む））：億円 (RS) g11tuiI社潅員釦厨ベ

16 
食品ロス問題を認知して削減に取り q2,q q6 q6 q6 % % 資源循環措迫諜

貪品0スのは知霞と取
紐む消賣者の割合：％ 以上 以上 以上 以上 以上 態状況に関する鑽賣

No. 

第 4 章第3節長崎県の特色ある食文化の継承

基忠 1 R8 目檬項目

11 I 学校絵食における r叫産物便用捲進週
間Jの県産品使用割合（重量比）：％

7A 
74 
以上

Rq 

74 
以上

RIO I RI I 担当課

?• 
以上 " 以上

晶
一7
4
3

体冑保腱課
学校給食における地
湯晨檜使用状況調糞

第5章第2節人材の育成と関＿係機関等への支援

No. 目標項目 基R礎6値 R8 Rq RIO. RI I 
目標

担当課
Rl2 

18 
食百碩修会への参加保育所・幼保連 q I.5 100 こども未来課

g盲桧詈における食貫撞
携型認定こども1111の割合：％ 遍状況等I：関了る貴査

l.223 

1q 食胄担当者・ポランティア等の研峰会 ~I ヽR6(9Cナ
1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 国保・健廉増進課

国俣·鍵廉増遍ほ及
参加者数：人 韮(}0いI び各保鑢所畢稟寅綸

ヽが駒平均

No. 

第5章第3節県民への情報提供の充実
基礎値
R6 

目標項目 R8 Rq RIO Rl l 
2
 

目
R 担当課

20 | rびわ太郎食円通信』の発行曰数：El／年 12 12 9 2 12 12 12 I 食品安全・消員生活ti. l tg玲•清責生活a填べ

58 



参考資料

5q 



〇食育基本法（平成 17年法律第63 号）

目次

前文

第一章 総則（第一条ー第十五条）

第二章 食育推進基本計画等（第十六条一第十八条）

第三章基本的施策（第十九条ー第二十五条）

第四章 食育推進会譲等（第二十六条ー第三十三条）

附則

二十一世紀における我が国の発展のためには、子どもたちが鑓全な心と身体を培い、未来や国際社

会に向かって羽ばたくことがてきるようにするとともに、すべての国民が心身の健康を確保し、生涯

にわたって生き生きと暮らすことがてきるようにすることが大切てある。

子どもたちが豊かな人間性をはぐくみ、生きる力を身に付けていくためには、何よリも r食」が重

要てある．今、改めて、食育を、生きる上ての基本であって、知育、徳育及び体育の基礎となるべき

ものと位墨付けるとともに、様々な経験を通じて r食Jに関する知識と r食Jを選択する力を習得し、

鍵全な食生活を実践することがてきる人間を育てる食育を推進することが求められている。もとよリ、

食育はあらゆる世代の国民に必要なものてあるが、子どもたちに対する食育は、心身の成長及び人格

の形成に大きな影響を及ぼし、生涯にわたって視全な心と身体を培い豊かな人間性をはぐくんていく

基礎となるものてある。

一方、社会経済情勢がめまぐるしく変化し、日々忙しい生活を送る中て、人々は、毎日の「食」の

大切さを忘れがちてある。国民の食生活においては、栄養の偏＇）、不規則な食事、肥湛や生活習慣病

の増加、過度の痩そう身志向などの問題に加え、新たな r食」の安全上の問題や、 r食Jの海外への依

存の問題が生じておリ、 r食Jに関する情報が社会に氾はん濫する中て、人々は、食生活の改善の面

からも、「食」の安全の確保の面からも、自ら r食Jのあ＇／方を学ぶことが求められている。また、豊

かな緑と水に恵まれた自然の下て先人からはぐくまれてきた、地域の多様性と豊かな味覚や文化の香

リあふれる日本の r食」が失われる危機にある．

こうした r食」をめぐる環境の変化の中て．、国民の「食」に関する考え方を育て、健全な食生活を

実現することが求められるとともに、都市と農山漁村の共生・対流を進め、 r食Jに関する消費者と

生産者との信頼関係を構築して、地域社会の活性化、豊かな食文化の継承及び発展、環境と調和のと

れた食料の生産及び消費の推進並びに食料自給率の向上に寄与することが期待されている．

国民一人一人がq知について改めて意識を高め、自然の恩恵や「食Jに関わる人々の様々な活動

への感謝の念や理解を深めつつ、 r食Jに関して信頼てきる情報に基づく適切な判断を行う能力を身

に付けることによって、心身の鍵康を増進する健全な食生活を実践するために、今こそ、家庭、学校、

保育所、地域等を中心に、国民運動として、食育の推進に取リ組んでいくことが、我々に課せられて

いる課題てある。さらに、食育の推進に関する我が国の取組が、海外との交流等を通じて食育に関し

て国際的に貢献することにつながることも期待される．

ここに、食育について、基本理念を明らかにしてその方向性を示し、国、地方公共団体及び国民の

食育の推進に関する取線を総合的かつ計画的に推進するため、この法律を制定する。

第一章総則

（目的）

第一条 この法律は、近年における国民の食生活をめぐる環境の変化に伴い、国民が生涯にわたって徒

全な心身を培い、豊かな人間性をはぐくむための食育を推進することが緊要な課題となっていること

にかんがみ、食育に関し、基本理念を定め、及び国、地万公共団体等の貴務を明らかにするとともに、
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食育に関する施策の基本となる事項を定めることにより、食育に関する施策を総合的かつ計画的に推

進し、もって現在及び将来にわたる低康て文化的な国民の生活と豊かて活力ある社会の実現に寄与す

ることを目的とする。

（国民の心身の鍵康の増進と豊かな人間形成）

第二条 食育は、食に関する適切な判断力を養い、生涯にわたって健全な食生活を実現することにより、

国民の心身の観康の増進と豊かな人間形成に資することを旨として、行われなければならない。

（食に関する感謝の念と理解）

第三条 食育の推進に当たっては、国民の食生活が、自然の恩患の上に成リ立っておリ、また、食に関

わる人々の様々な活動に支えられていることについて、感謝の念や理解が深まるよう配慮されなけれ

ばならない。

（食育推進運動の展開）

第四条 食育を推進するための活動は、国民、民間団体等の自発的意思を尊重し、地域の特性に配慮し、

地域住民その他の社会を構成する多様な主体の参加と協力を得るものとするとともに、その連携を図

リつつ、あまねく全国において展開されなければならない．

（子どもの食育における保護者、教育関係者等の役割）

第五条 食育は、父母その他の保護者にあっては、家庭が食育において重要な役割を有していることを

認識するとともに、子どもの教育、保育等を行う者にあっては、教育、保育等における食育の菫要性

を十分自党し、積極的に子どもの食育の推進に間する活動に取＇）組むこととなるよう、行われなけれ

ばならない。

（食に関する体験活動と食育推進活動の実践）

第六条 食育は、広く固民が家庭、学校、保育所、地域その他のあらゆる機会とあらゆる場所を利用し

て、食料の生産から消費等に至るまての食に関する様々な体験活動を行うとともに、自ら食育の推進

のための活動を実践することにより、食に関する理解を深めることを旨として、行われなければなら

ない。

（伝統的な食文化、環境と鯛和した生産等への紀意及び展山漁村の活性化と食料自給率の向上への貢

献）

第七条 食育は、我が国の伝統のある優れた食文化、地域の特性を生かした食生活、環境と調和のとれ

た食料の生産とその消費等に配意し、我が国の食料の需要及び供給の状況についての国民の理解を深

めるとともに、食料の生産者と消費者との交流等を図ることにより農山漁村の活性化と我が国の食

料自給率の向上に資するよう、推進されなければならない。

（食品の安全性の確保等における食育の役割）

第八条 食育は、食品の安全性が確保され安心して消費てきることが健全な食生活の基礎てあることに

かんがみ、食品の安全性をはじめとする食に関する幅広い情報の提供及びこれについての意見交換が、

食に関する知識と理解を深め、国民の適切な食生活の実践に資することを旨として、国際的な連携を

図リつつ積極的に行われなければならない。

（国の貴務）
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第九条 国は、第二条から前条まてに定める食育に関する基本理念（以下f基本理念」という。）にのっ

とリ、食育の推進に関する施策を総合的かつ計画的に策定し、及び実施する責務を有する．

（地方公共団体の貢務）

第十条 地方公共団体は、基本理念にのっとリ、食育の推進に関し、国との連携を図リつつ、その地方

公共団体の区域の特性を生かした自主的な施策を策定し、及び実施する貴務を有する。

（教育関係者等及び農林漁業者等の貴務）

第十一条 教育並びに保育、介護その他の社会福祉、医療及び保健（以下 r教育等」という。）に関する

職務に従早する者並びに教育等に関する関係機関及び関係団体（以下 r教育関係者等」という。）は、

食に関する関心及び理解の増進に果たすべき重要な役割にかんがみ、基本理念にのっとリ、あらゆる

機会とあらゆる場所を利用して、積極的に食育を推進するよう努めるとともに、他の者の行う食育の

推進に関する活動に協力するよう努めるものとする。

2 農林漁業者及び農林漁業に関する団体（以下 r農林漁業者等」という。）は、農林漁業に関する体験

活動等が食に関する国民の関心及び理解を増進する上て重要な意義を有する：：とにかんがみ、基本理

念にのっとリ、農林漁業に関する多様な体験の機会を積極的に提供し、自然の恩恵と食に関わる人々

の活動の重要性について、国民の理解が深まるよう努めるとともに、教育関係者等と相互に連携して

食育の推進に関する活動を行うよう努めるものとする．

（食品関連早業者等の責務）

第十二条 食品の製造、加工、流通、販売又は食事の提供を行う挙業者及びその絹織する団体（以下「食

品関連事業者等Jという．）は、基本理念にのっとリ、その事業活動に関し、自主的かつ積極的に食育

の推進に自ら努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する食育の推進に関する施策その他の食育

の推進に関する活動に協力するよう努めるものとする。

（国民の費務）

第十三条 国民は、家庭、学校、保育所、地域その他の社会のあらゆる分野において、基本理念にのつ

とり、生涯にわたり健全な食生活の実現に自ら努めるとともに、食育の推進に寄与するよう努めるも

のとする．

（法制上の措置等）

第十四条 政府は、食育の推進に関する施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措

置を講じなければならない。

（年次報告）

第十五粂 政府は、毎年、国会に、政府が食育の推進に関して講じた施策に関する報告書を提出しなけ

ればならない．

第二章食育推進基本計画等

（食育推進基本計画）

第十六条 食育推進会議は、食育の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、食育推進

基本計画を作成するものとする。

2 食育推進基本計画は、次に掲げる挙項について定めるものとする。

ー 食育の推進に関する施策についての基本的な方針

ー 食育の推進の目標に関する要項
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三 国民等の行う自発的な食育推進活動等の総合的な促進に関する事項

四 前三号に掲げるもののほか、食育の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な

事項

3 食育推進会譲は、第一項の規定によリ食育推進基本計画を作成したときは、速やかにこれを農林水

産大臣に報告し、及び関係行政機関の長に通知するとともに、その要旨を公表しなければならない。

4 前項の規定は、食育推進基本計画の変更について準用する。

（都道府県食育推進計画）

第十七条 都道府県は、食育推進基本計画を基本として、当該都道府県の区域内における食育の推進に

関する施策についての計画（以下「都道府県食育推進計画Jという。）を作成するよう努めなければな

らない．

2 都道府県（都道府県食育推進会譲が置かれている都道府県にあっては、都道府県食育推進会譲）は、

都道府県食育推進計画を作成し、又は変更したときは、速やかに、その要旨を公表しなければならな

し‘・

（市町村食育推進計画）

第十ハ粂 市町村は、食育推進基本計画（都道府県食育推進計画が作成されているときは、食育推進基

本計画及び都道府県食育推進計画）を基本として、当該市町村の区域内における食育の推進に関する

施策についての計画（以下「市町村食育推進計画Jという。）を作成するよう努めなければならない。

2 市町村（市町村食育推進会議が濫かれている市町村にあっては、市町村食育推進会議）は、市町村

食育推進計画を作成し、又は変更したときは、速やかに、その要旨を公表しなければならない。

第三章基本的施策

（家庭における食育の推進）

第十九条 国及び地方公共団体は、父母その他の保護者及び子どもの食に対する関心及び理解を深め、

健全な食習慣の確立に資するよう、親子て参加する料理教室その他の食挙についての望ましい習慣を

学びながら食を楽しむ機会の提供、健康美に関する知識の啓発その他の適切な栄養管理に関する知談

の普及及び情報の提供、妊産婦に対する栄養指導又は乳幼児をはじめとする子どもを対象とする発達

段階に応じた栄養指導その他の家庭における食育の推進を支援するために必要な施策を講ずるもの

とする。

（学校、保育所等における食育の推進）

第二十条 国及び地方公共団体は、学校、保育所等において魅力ある食育の推進に間する活動を効果的

に促進することにより子どもの健全な食生活の実現及び健全な心身の成長が図られるよう、学校、保

育所等における食育の推進のための指針の作成に関する支援、食育の指導にふさわしい教職貝の設墨

及び指導的立場にある者の食育の推進において菜たすべき役割についての意識の啓発その他の食育

に関する指導体制の整備、学校、保育所等又は地域の特色を生かした学校給食等の実施、教育の一環

として行われる農場等における実習、食品の調理、食品廃棄物の再生利用等様々な体験活動を通じた

子どもの食に関する理解の促進、過度の痩そう身又は肥満の心身の提原に及ぽす影響等についての知

識の啓発その他必要な施策を講ずるものとする。

（地域における食生活の改善のための取組の推進）

第二十一条 国及び地方公共団体は、地域において、栄養、食習慣、食料の消費等に関する食生活の改

善を推進し、生活習慣病を予防して但康を増進するため、況全な食生活に関する指針の策定及び普及

啓発、地域における食育の推進に関する専門的知識を有する者の養成及び資質の向上並びにその活用、
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保健所、市町村保撻センター、医療機関等における食育に関する普及及び啓発活動の推進、医学教育

等における食育に関する指導の充実、食品関連事業者等が行う食育の推進のための活動への支援等必

要な施策を講ずるものとする。

（食育推進運動の展開）

第二十二条 国及び地方公共団体は、国民、教育閲係者等、農林漁業者等、食品関連旱業者等その他の

事業者若しくはその組織する団体又は消費生活の安定及び向上等のための活動を行う民間の団体が

自発的に行う食育の推進に関する活動が、地域の特性を生かしつつ、相互に緊密な連携協力を図リな

がらあまねく全国において展開されるようにするとともに、関係者相互間の情報及び意見の交換が促

進されるよう、食育の推進に関する普及啓発を図るための行畢の実施、重点的かつ効果的に食育の推

進に関する活動を推進するための期間の指定その他必要な施策を講ずるものとする。

2 国及び地方公共団体は、食育の推進に当たっては、食生活の改善のための活動その他の食育の推進

に関する活動に携わるポランティアが果たしている役割の重要性にかんがみ、これらのポランティア

との速携協力を図りながら、その活動の充実が図られるよう必要な施策を講ずるものとする。

（生産者と消費者との交流の促進、環境と調和のとれた農林漁業の活性化等）

第二十三条 国及び地方公共団体は、生産者と消費者との間の交流の促進等によリ、生産者と消費者と

の信頼関係を構築し、食品の安全性の確保、食料資源の有効な利用の促進及び国民の食に対する理解

と関心の増進を図るとともに、環境と調和のとれた農林漁業の活性化に資するため、農林水産物の生

産、食品の製造、流通等における体験活動の促進、農林水産物の生産された地域内の学校給食等にお

ける利用その他のその地域内における消貴の促進、創意工夫を生かした食品廃棄物の発生の抑制及び

再生利用等必要な施策を講ずるものとする。

（食文化の継承のための活動への支援等）

第二十四条 国及び地方公共団体は、伝統的な行早や作法と結びついた食文化、地域の特色ある食文化

等我が国の伝統のある優れた食文化の継承を推進するため、これらに関する啓発及び知識の普及その

他の必要な施策を講ずるものとする。

（食品の安全性、栄養その他の食生活に関する調査、研究、情報の提供及び国際交流の推進）

第二十五条 国及び地方公共団体はじすべての世代の国民の過切な食生活の選択に資するよう、国民の

食生活に関し、食品の安全性、栄養、食習慣、食料の生産、流通及び消費並びに食品廃棄物の発生及

びその再生利用の状況等について調査及び研究を行うとともに、必要な各種の情報の収集、整理及び

提供、データベースの整備その他食に関する正確な情報を迅速に提供するために必要な施策を講ずる

ものとする．

2 国及び地方公共団体は、食育の推進に資するため、海外における食品の安全性、栄養、食習慣等の

食生活に関する情報の収簗、食育に関する研究者等の国際的交流、食育の推進に関する活動について

の情報交換その他国際交流の推進のために必要な施策を講ずるものとする．

第四章食育推進会講等

（食育推進会議の設置及び所掌事務）

第二十六条 農林水産省に、食育推進会該を置く。

2 食育推進会譲は、次に掲げる事務をつかさどる．

食育推進基本計画を作成し、及びその実施を推進すること．

二 前号に掲げるもののほか、食育の推進に関する重要挙項について審該し、及び食育の推進に関す
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る施策の実施を推進すること。

（組織）

第二十七条 食育推進会該は、会長及び委貝二十五人以内をもって組織する．

（会長）

第二十ハ条会長は、農林水産大臣をもって充てる。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその識務を代理する。

（委貝）

第二十九条 委貝は、次に掲げる者をもって充てる。

ー 農林水産大臣以外の国務大臣のうちから、農林水産大臣の申出によリ、内閣総理大臣が指定する

者

二 食育に1111 して十分な知識と経験を有する者のうちから、農林水産大臣が任命する者

2 前項第二号の委貝は、非常勤とする。

（委貝の任期）

第三十条 前条第一項第二号の委貝の任期は、二年とする。ただし、補欠の委貝の任期は、前任者の残

任期間とする。

2 前条第一項第二号の委貝は、再任されることがてきる。

（政令への委任）

第三十一条 この章に定めるもののほか、食育推進会滋の組織及び運営に関し必要な琴項は、政令て定

める．

（都道府県食育推進会議）

第三十二条 都道府県は、その都追府県の区域における食育の推進に関して、都道府県食育推進計画の

作成及びその実施の推進のため、粂例て定めるところによリ、都道府県食育推進会語を置くことがで

きる．

2 都道府県食育推進会譲の組織及び運営に関し必要な事項は、都道府県の条例て定める。

（市町村食育推進会譲）

第三十三条 市町村は、その市町村の区域における食育の推進に関して、市町村食育推進計画の作成及

びその実施の推進のため、条例て定めるところによリ、市町村食育推進会謙を墨くことがてきる．

2 市町村食育推進会譲の組織及び運営に関し必要な事項は、市町村の条例て定める。

附則抄

（施行期日）

第一条 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令て定める日から施行す

る。
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〇国の食育推進施策等の関連統計の抜粋

I. 主食・主菜・副菜を組み合わせた食串の摂取頻度
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4. 野菜・果物の消費量
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7. 小・中学生の朝食欠食率の推移
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I 0. 農林漁業体験を経験した国民（世帯）の割合の推移
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I 2. 食育への間心 （性・年代別）
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0 長崎県の食育の取組

I. 長崎県食育推進計画（平成 18~22 年度）

平成 17 年の食育基本法の制定を受けて長崎県食育推進計画を策定し、主に子ど

もに焦点を当てた取組を、関係機関や家庭、地域て県民運動として推進することを

目指す。

2. 第 2 次長崎県食育推進計画（平成 23~27 年度）

子どもから高齢者まて、生涯にわたるライフステージに応じた食育を推進する

ことを目指す。

3. 第 3 次長崎県食育推進計画（平成 28～令和 2 年度）

健康て文化的な生活と豊かて活力ある社会の実現を目指して、これまての取組

を継承しつつも特に若い世代を対象とした取組を強化するなどし、粘り強く地道

に取組を続けることとする。

4. 第 4 次長崎県食育推進計画（令和 3 年度～令和 7 年度）

県民の「健康て文化的な生活・豊かて活力のある社会の実現」の達成のため、「感

謝の気持ち（いただきます）を育むための食育」、 「健康長寿につながる食育」、

「食に関する理解を深めるための食育」、 「長崎県の特色ある食文化の継承」の方

向性に沿い、施策を展開することとする。

5. 第 5 次長崎県食育推進計画（令和 8 年度～）

ライフステージ応じた食育の推進に加え、人の生涯を経時的の捉えた「ライフコ

ースアプローチ」を踏まえ、「生涯を通じた食育の推進J、「持続可能な食を支える

食育」、「長崎県の特色ある食文化の継承」を柱に、県民の食育の実践の普及を目指

す。
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0 第 5次長崎県食育推進計画の策定経過

◎検討経過（令和 7 年度）
①骨子についての協議、審議

6 月 10 日：第 1 回長崎県食育推進会議幹事会
7 月 10 日：第 1 回長崎県食育推進会議（書面）
7 月 28 日：第 1 回長崎県食育推進県民会猿

②素案についての協議、審議
q月 I I 日：第 2 回長崎県食育推進会議幹事会

10 月 2 3 日：第 2 回長崎県食育推進会議
I I 月 6 日：第 2 回長崎県食育推進点民会議

③計画案についての意見募集
I I 月 28 日～ 12 月 2 6 日：長崎県政策県民参加制度（バブリックコメント）

の実施

④パプリックコメントての意見等を踏まえ最終案の検討
1 月 30 日：第 3 回長崎県食育推進会請及び第 3 回長崎県食育推進会譲幹事

会（書面）
2 月 6 日：第 3 回長崎県食育推進県民会議

⑤計画の策定
3 月

◎長崎県食育推進県民会議委貝（第 10期メンバー：令和 7 年度）

役載 氏名 所属

会長 大石賢吾 長崎県知挙

副会長 山口佳代子 公益社団法人長崎県栄養士会 会長

森崎正幸 一般社団法人長崎県医師会 会長

松永敏浩 一般社団法人長崎県歯科医師会 常務理畢

上田展也 一般社団法人長崎県薬剤師会 副会長

日野出悦子 公益社団法人長崎県瑶護協会 会長

林田美加子 一般社団法人長崎県保育協会 理畢

廣井昭博 長崎県私立幼稚園・認定こども園連合会 常任理辱

玉城亜紀子 生活協同組合ララコープ副会長

兒玉涼子 一般財団法人長崎県地域婦人団体達絡協謙会 会長

森口礼子 JA 長崎県女性線織協議会 副会長

荒木直子 長崎県漁協女性部連合会 会長

百武和子 長崎県商工会該所女性会連合会 副会長

坂本洋一 一般社団法人長崎県調理師協会会長
委貝

江口栄 公益社団法人長崎県食品衛生協会 会長

冨山美穂 長崎県学校栄養士会
松崎香 公益財団法人長崎県学校給食会

益子美沙子 ながさき食物アレルギーの会ペンギン 代表

池田福吉 一般社団法人フードパンク協和 事務局長

植村百江 長崎県立大学講師

川野香織 長崎国際大学講師

村川和彦 株式会社エフエム長崎代表取締役社長
小西治子 公募委貝
諸國麻椰 公募委貝
後膝照子 公募委貝
前川様介 長崎県教育長
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◎長崎県食育推進会該構成貝（令和7 年度）

\ 構成貝

会長 県民生活環境部長

総務部長

文化観光国際部長

福祉保恒部長

委貝 こども政策局長

水産部長

農林部長

教育長

◎長崎県食育推進会議幹事会構成貝（令和 7 年度）

¥ 部局 構成貝

代表幹奪 県民生活環境部 食品安全・消費生活課 課長

総務部 学挙振典課 課長

文化観光国際部 物産プランド推進課 課長

県民生活環境部 県民生活環境課 諜長

生活衛生課 諜長

資源循環推進諜 課長

福祉保蜆部 福祉保健課 課長

国保・健康増進課 課長

こども政策局 こども未来課 課長

こども家庭課 課長
幹畢 水産部 漁政課 課長

水産加工流通諜 課長

農林部 農政課 課長

農山村対策室 室長

農業経営課 課長

農産園芸課 課長

展産加工流通課 課長

畜産課 課長

林政課 課長

教育庁 義務教育課 課長

生涯学習課 課長

体育保健課 課長
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〇用語の解説
※ 50音順に掲載

あ行

アグリピジネス (P7 、 22、 43 、 58)
本計画でのアグリピジネスとは、直売所や農泊など、地域資源を活かした取組
を指す

アルファ化米 (P20)
炊いた米を急速乾燥し長期保存可能としたもの
湯や水を加えて待っだけて、火を使うことなく炊きたてと同じような柔らかい
ご飯になる

ウェルビーイング (P22)
身体的、精神的、社会的に満たされ、自分らしく幸福て＊充実した状態を指す概

念

栄養教諭 (P 17 、 53、 54)
児童生徒の栄養の指導及び管理を職務とし、教職員及び家庭・地域との連携を

図リながら、食に関する指導の全体計画作成や実践等において中心的な役割を担
うとともに、学校給食における栄養管理や衛生管理等を行う教諭

エコフィード (P42)
食品残さ等を利用して製造された飼料てあリ、食品リサイクルによる資源の有
効利用のみならず、飼料自給率の向上等を図る上て重要な取組

か行

介護予防事業(p3q)
高齢者ができるだけ自立した生活を維持できるよう、市町が主体となって実施
する要介護状態や状態の悪化を防ぐための取組

学校給食摂取基準 (P35)
厚生労働省が策定した r日本人の食事摂取基準」等を参考とし、食事状況調
査の調査結果を踏まえて算出された学校給食における各栄養素の基準値

学校保健委員会 (P35)
児童生徒の健康の問題を研究協議し、健康づくリを推進する組織

九州食べきり協力店事業 (P42)
九州 7 県（福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県）

が連携した取組の一つ。具体的には、小盛リメニューの設定や利用客への食べ
きりの呼びかけなど、食品ロスの削減に取リ組む店舗を「九州食べきリ協力
店」として登録し、県民が利用するよう HP等によリ広く周知を行っている
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共食 (P 16、 18、 34、 35、 38、 45)
誰かと一緒に食事をすること。家族や友人などと食事を一緒にすることて・社会
とのつながりの場を増やすほか、特に食育の意味て・は、食事の準備や食関連の情
報のやり取りをすることなども共食に含まれ、食行動に良好な影響を与え合うこ
とが期待される

魚食講習会 (P6 、 7 、 21 、 22、 41 、 43、 44、 58)
学校等て・魚介類の捌き方や調理等の実習を行う講習会

健康寿命 (P34)
健康上の問題て日常生活が制限されることなく生活て・きる期間の平均

県内まるごと長崎県給食 (P7 、 17、 54)
食材すぺて（調味料等を除く）長崎県産を使用した給食を実施することて学校

給食への地場産物の活用促進や地産地消、郷土料理等への児童生徒、県民の理解
を深める取組のこと

口腔機能 (P 14、 24、 38 、 3q)
ロのもつ、ものを噛んだり飲み込んだりする飲食機能や話をするための発音機

能、呼吸などの生体機能などの総称

こども場所 (P54)
長崎県ては、以下を「こども場所」と位置づけている
I.こどもが安全•安心に過ごせる多様な居場所
2. こどもがチャレンジとワクワクが体験て゜きる機会や場

さ行

地場産物 (P34、 44、 54)
学校の所在する地域（市町）または県内で生産・収穫された農林水産物や、

れらを原材料にした加工品のこと
そ

地場産物使用推進週間 (P7、 17、 45 、 58)
学校給食に積極的に地場産物を取リ入れ、郷土料理等を提供するとともに、児

童生徒の郷土理解を深め、生産者や食への感謝の心を育む指導を行う週間のこと

食育推進活動表彰 (PI q、 53)
地域の中て・食育を広めるために、すばらしい活動を続けられている人を称える

表彰

食育基本法 (P4 、 6)
平成 17 年 7 月 15 日に施行された国民が生涯にわたって健全な心身を培い、
豊かな人間性を育むことがてきるよう、食育に関する施策を総合的かつ計画的に
推進すること等を目的とした法律
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食育推進基本計画 (P2、 4)
食育基本法に基づき、食育の推進に関する基本的な方針や目標について定めた
ものてあリ、令和 8年度から令和 12 年度まての 5 年間を期間とする第 5 次食育
推進基本計画て・は、 3 つの重点事項を柱に、取組と施策を推進している

食育ピクトグラム (P23、 24)
食育の取組を子どもから大人まで誰にて•もわかりやすく発信するため、表現を
単純化した絵文字

食育マーク (P23、 24)
食在ヒ：クトグラムを広く普及・啓発するため「 l2 食育を推進しよう」を活用
したアサインて、パッジなどの食育の普及啓発に資する物

食生活改善推進員 (P 18、 54)
市町村が開催する養成講座を修了し、地域の食生活改善を主とした健康づくリ
にポランティア活動として取り組む者

食品廃棄物 (P42)
食品ロスに加え、家庭や小売・外食産業等の消費・流通段階て・排出される食
用にならない食品のこと

食品ロス (P7 、 20、 21 、 23 、 24、 41 、 42、 43 、 58)
本来食ぺられるのにもかかわらず廃棄されている食品のこと

生活研究グループ (P54)
農山漁村のよリ良い生活や地域の活性化のため、知識・技術等の情報交換を行
い、農産加工や郷土料理の伝承などの活動を行う自主的組織

生活習慣病 (P2 、q、 24、 37)
生活習慣に起因する疾病の総称。例えば、喫煙とがん・心臓病、高血圧と脳卒
中、肥満と糖尿病など。食生活や運動などの生活習慣の改善によリ、ある程度予
防が可能

た行

“食べてみんね！長崎”県産品愛用推進協力店 (P44、 52、
年間を通じて県産品（食品・飲料）を積極的に取り扱い、
自の取線を宣言している店として登録されているスーバー、
の小売店のこと

57) 
県産品愛用推進の独
量販店、物産館など

地産地消 (P7、 8、 17 、 21 、 22、 23、 26、 44、 45、 52、 54、 55)
地域て得られる農作物や水産品をその地て消費すること

低栄養 (Pl3)
r健康日本 21 （第三次）」では、 BMI20 以下を「低栄養傾向」としており、
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本県の健康増進計画もこれに準拠している
低栄養状態の高齢者は、死亡率や要介護の増大、再入院、QOL低下等の問題が

起きやすいといわれている

デジタルサイネージ(p3q)
電子的なディスプレイ（液晶モニターや LED バネルなど）を使って、広告や情

報を表示する仕組みのこと。駅や商業施設、病院、オフィスなどてよく見かける

な行

長崎県健康づくり応援の店 (P37、 52、 57)
県民一人一人が健康づくリに取り組むことがてきるような環境整備を目的と
して、健康的なメニューの提供の他、情報提供や禁煙に取リ組んている店として
登録された飲食店や弁当店のこと

長崎県食育推進ネットワーク (P18、 2q、 38、 3q、 52)
県民一人一人が健康づくりに取リ緋むことがてきるような環境整備を目的と
して、健康的なメニューの提供の他、情報提供や禁煙に取り組んている店として
登録された飲食店や弁当店のこと

長崎県食育ボランティア (P27、 53)
食に関連する様々な活動分野を活かした取組によリ、食育を推進するボランテ
ィアとして県が登録した個人や団体のこと

長崎県総合計画みんなの未来図 2030 (P4) 
長期的な視点で計画的に長崎県づくリを進めていくため、今後の県政運営の指

針や考え方を県民にわかりやすく示した県の総合計画（計画期間：令和 8年度～
令和 12年度）

ながさき健味ん（けんみん）メニュー (P36)
栄養バランスのよい食事内容となることを目的に設けた基準に沿ったメニュ
ーのこと。飲食店や給食施設ての提供のほか家庭料理ての活用をめざして、県の
取組として啓発をしている

ながさきファミリープログラム (P34、 35、 38 、 45)
保護者等が子育ての悩みや体験を語リ合い、つながり合う中て・子育てのヒント
を得られるように構成された参加型の学習プログラム

認定こども園 (P7、 17、 18、 34、 35、 40、 42、 53、 54、 58)
都道府県が認定する、就学前の子どもに幼児教育・保育を提供し、地域におけ
る子育て支援をする施設

は行

フードバンク団体 (P42)
家庭や事業者から発生する過剰在庫品や規格外品などの提供を受け、

者やこども食堂、社会福祉施設などに寄附する活動を行う団体のこと
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びわ太郎食育通信 (P7 、 55、 56、 58)
食品の安全•安心対策及び食育推進関係の情報誌

ら行

ライフコースアプローf (P31) 
個人の健康づくリは一時的な視点だけでなく、胎児期から高齢期に至るまでの
生涯に渡って経時的な視点て・アプローチするという考え方

ライフステージ (P3 I 、 34、 35)
人の生涯を乳幼児期、学齢期、青年期、壮年期、高齢期などと分けた各段階

リスクコミュニケーション (P41)
食の安全•安心に関する情報を公開し、消費者、食品等事業者、学識経験者、
行政担当者など関係する多様な主体が、食に関するリスクを認識、分析する過程
て得られた情報や意見を共有し、理解を深めるための対話を図ろうとするもの
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＜＜表紙絵»

令和 7 年度食育啓発作品コンクール 絵画の部優秀賞

「幸せを和食て」 大村市立大村中学校 2年 横田侑奈さん

＊受賞者の学校・学年は受賞年度当時

＜＜裏表紙総＞＞

長崎県食育キャラクター“びわ太郎'’&“こびわ'’

長崎県が日本一の収穫量を誇る「びわ」をモチーフにした

県の食育と食の安全•安心のイメージキャラクター

第 5 次長崎県食育推進計画
～いただきます元気ながさきおいしか県～

編集•発行
長崎県県民生活環境部食品安全・消費生活課
〒850-8570 長崎市尾上町 3-11
TEL : oq5 -3q5 -2366 
FAX : 0%  -828 -IO 14 

E-mail : s I 6070@pref.nogasaki.lg.jp 
HP : https://www.pref.nagasaki.jp/sectian/shokuhin/index.html 
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ごちそうさまでした

‘"長崎県




